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 午前 ９時５９分 開  議 

 

○島軒純一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員24名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第４号により進めます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第１ 一般質問 

 

○島軒純一議長 日程第１、一般質問を行います。 

  順次発言を許可いたします。 

  一つ、境界未確定や相続未登記の土地について、

どのような問題意識を持っているか外２点、19番

太田克典議員。 

  〔１９番太田克典議員登壇〕（拍手） 

○１９番（太田克典議員） おはようございます。

３日のトップバッターを務めます市民平和クラ

ブの太田克典です。 

  まずもって、お忙しいところ傍聴においでくだ

さいました皆様方に心から御礼申し上げます。あ

りがとうございます。 

  初当選以来、９回目の一般質問となりました。

当局の皆さんには毎回申し上げることですけれ

ども、簡潔明瞭な、そして前向きな御答弁をお願

いしたいと思います。 

  今回は３項目を取り上げました。 

  １点目、境界未確定や相続未登記の土地につい

て、どのような問題意識を持っているか。 

  まず、（１）森林資源の利活用と土地の境界に

ついてお伺いいたします。 

  米沢市のまちづくり総合計画によりますと、そ

の中に記載されていることですが、米沢市の面積

は548.51平方キロメートルと大変広く、山形県全

体の5.8％を占めています。しかし、その大部分

は山林と原野であります。森林の面積は４万

1,939ヘクタールで、市域の実に76％を占めてい

るとされております。 

  この本市の大部分を占める森林について、戦後

植林された木々が伐採に適した時期に来ている

として最近は資源として注目されており、豊かな

森林資源を生かさない手はないと本市議会にお

いてもこれまでさまざまな提言がなされ、アイデ

アが出されてきたところです。 

  しかしながら、一人一人が所有する山林の境界

がわからないということが大きな障害となって、

思うような利活用ができないとされてきました。 

  こうした状況の中、昨年５月に森林法が一部改

正され、全ての市町村は平成31年３月31日までに

林地台帳を整備し、平成31年４月１日からそれを

公表することが定められました。この林地台帳の

整備は境界の確定につながるものと思いますけ

れども、今後どのような内容で、また、どのよう

に進められるのか、まずお伺いします。 

  次に、（２）公共用地に係る相続未登記につい

て伺います。 

  先月、８月12日の朝日新聞に、放棄したくても

引き取り手がいないなど、処分に困る土地が全国

に広がっているという記事がありました。タイト

ルは「負動産時代」。「負動産」の「ふ」はいわ

ゆる一般的に動産に相対する不動産をあらわす

「不必要」の「不」、「不可能」の「不」ではな

くて、負けるという「負債」の「負」です。 

  関連記事を追っていきますと、長野県飯田市で

は県道拡幅工事が行われたが、ある一角だけ極端

に狭くなっているところがある。その土地の買収

が進まないのは、地主が反対しているのではなく、

地主が多過ぎるからだとして、相続未登記のまま

年月が過ぎ、法定相続人がふえていった結果だと

する記事がありました。 

  また、相続未登記などで所有者がわからなくな

っている可能性のある土地の総面積が、九州より

広い約410万ヘクタールに達すると推計されると

の記事もありました。 

  そこで、お伺いします。当市においてはどのよ
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うな状況にあるのか。特に問題が大きいと思われ

る公共用地に係る相続未登記の現状についてお

知らせください。また、どのような問題意識を持

っているのか、あわせて伺いたいと思います。 

  ２点目は、市役所にあるお宝の保存・利活用に

ついてです。 

  お宝といいますと「何だ、市役所に埋蔵金でも

あるのか」というふうなことになるかと思います

けれども、そういう話ではありませんので、最初

にお断りしておきたいと思います。 

  さて、皆さん御承知のとおり、米沢市は1889年、

明治22年４月１日に日本で最初に市制が施行さ

れた全国31の市の中の一つです。間もなく市制施

行130年を迎えます。 

  この長い年月の間、米沢市ではそれこそさまざ

まな出来事があり、さまざまな事業が展開されて

きました。この長い年月の、その時、その折々に

米沢市の今を伝え、広く市民に周知を図る道具と

して役割を果たしてきたのが市報であります。そ

れはまた、歴史を記録するものとしての役割も担

ってきたと思います。 

  こうした歴史ある米沢市市役所が持っているお

宝は何か。私が取り上げたいのは、市報そのもの

ではなく、市報に掲載された写真です。米沢市の

出来事をつづってきた市報、そこに掲載された写

真こそ、まさに歴史の１ページを目に見える形と

して切り取ったお宝と言えるのではないでしょ

うか。 

  そこで、お伺いします。市報掲載の写真につい

て、フィルムやデジタルデータなどで保存されて

いることとは思いますが、その保存状態はどうな

っているでしょうか。また、今後の利活用をどの

ように考えているでしょうか。お答えください。 

  ３点目は、運転免許証の自主返納と公共交通の

あり方について伺います。 

  まず、（１）運転免許証自主返納支援事業の効

果をどう捉えているかです。 

  米沢市では高齢者による交通事故を減らすため、

高齢者が運転免許を自主返納しやすい環境を提

供するということを目的に、今年度から高齢者運

転免許自主返納支援事業をスタートさせました。

内容は、平成24年１月１日以降に運転免許を自主

返納した65歳以上の高齢者に市民バス回数乗車

券を交付するというものです。今年度当初予算額

は360万円となっています。 

  この運転免許証自主返納支援事業について、ス

タートから５カ月余りが過ぎましたが、現状はど

うなっているでしょうか。また、事業の効果をど

う捉えているのか、お伺いします。 

  次に、（２）公共交通のあり方について、現状

と課題をどう考えているか伺います。 

  米沢市議会常任委員会はこの５月に新しいメン

バーとなりましたが、私の所属していたさきの総

務文教常任委員会では、米沢市における公共交通

網の充実を喫緊の課題として取り上げ、政策提言

に向けた委員会での話し合いを重ねてきました。

そして、ことし３月24日に公共交通拡充に関する

調査研究報告書を取りまとめ、委員長名で担当部

署である企画調整部に提出したところでありま

す。 

  この調査報告書について市当局ではこれをどの

ように捉えられたでしょうか。その検討内容と本

市の公共交通のあり方について、現状と課題をど

う考えているのか、改めてお伺いいたします。 

  以上、壇上からの質問といたします。 

○島軒純一議長 渡部産業部長。 

  〔渡部洋己産業部長登壇〕 

○渡部洋己産業部長 私からは、１の（１）の森林

資源の利活用と土地の境界についての御質問に

お答えをいたします。 

  初めに、このたび改正された森林法で整備が義

務づけられた林地台帳制度の概要について御説

明いたします。 

  議員御指摘のとおり、全国的に所有者の所在や

境界が不明確な森林が増加をしております。この

ため、現在は森林組合や林業事業体などが間伐等
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の森林施業を行う場合にその都度不動産登記や

森林簿などの情報を入手して所有者を特定し、境

界を確認してまいりましたが、その自助努力のみ

では情報の入手や所有者の確認には限界があり、

所有者や境界の特定が進まない状況であり、森林

施業が進まない要因の一つであると考えており

ます。 

  本市といたしましても、これまで森林の施業に

合わせて境界の確定を行ってきたところであり、

平成25年度からは森林整備地域活動支援交付金

事業などの国の補助事業などを活用して森林経

営計画の策定を支援し、境界の確定を促進してき

たところでありますが、全体の森林面積からする

とまだわずかとなっております。 

  こうしたことから、国では適切な森林施業を通

じて国産材の安定供給体制の構築及び森林資源

の再造成を図るため、昨年５月に森林法を改正し

て新たに制度を創設したもので、全国の市町村が

統一的な基準に基づいて森林の所在、地番、地目、

面積のほか、土地所有者や森林経営計画の認定状

況及び林地の境界に関する情報などをまとめた

林地台帳と森林の土地に関する地図を市町村が

平成30年度末までに整備し、その一部を公表する

ことを義務づけております。 

  本市における進め方でありますが、本年度は法

務局ほか県や市、森林組合などの関係機関や団体

が保有している森林の所在や所有者、境界に関す

る情報などを集めて突き合わせを行い、地番図が

整備済みの区域の林地台帳を整備し、来年には地

番が未整備区域の林地台帳を整備していきたい

と考えております。 

  また、森林の土地に関する地図につきましては、

今年度は県が保有する森林計画図と市の税務課

の字寄せ図などの資料の収集と公図等のデータ

化の事前準備を行い、来年度に地図を作成してま

いりたいと考えております。 

  なお、林地台帳を整備することによって森林に

関する情報が整理できますので、これを森林の土

地に関する地図に反映するように検討しており

ますが、本市では森林地域の地籍調査を行ってい

ないほか、一部の地区で字切り図が存在しない森

林もありますので、今後森林経営計画や伐採届、

森林の土地所有者届の情報も活用し、突き合わせ

を行いながら順次修正し、精度を向上させていき

たいと考えております。 

  私からは以上であります。 

○島軒純一議長 杉浦建設部長。 

  〔杉浦隆治建設部長登壇〕 

○杉浦隆治建設部長 私からは、１の境界未確定や

相続未登記の土地についてのうち、（２）の公共

用地にかかわる相続未登記について市道敷とい

うような聞き取りをさせていただきましたので、

市道についてお答えさせていただきます。 

  本市が管理している市道は平成28年度末現在で

1,608路線、実延長で約702キロメートルに上りま

す。その道路敷地内にはさまざまな事情により所

有権移転がされず個人名義の土地のまま登記上

残っている土地が存在していることから、道路敷

地内の未登記地解消の事務を行っている自治体

が数多くあるところであります。 

  登記未処理に至る考えられる一般的な理由とい

たしましては、本市の場合は昭和28年から30年に

かけて昭和の大合併がありましたが、市町村合併

の際に村道などから市道などに移管されたとき

に個人名義の土地のままで市道などに編入され

た路線が多々あったのではないか、また、昭和の

30から50年代の開発が急増した時期には、寄附の

申し出を受けて登記事務より道路拡幅などの整

備が優先的に進んだために、権原、土地に関する

権利でございますが、その整理の際にこぼれたも

のが多いのではないかなどが想定されていると

ころであります。 

  本市の市道においても未登記地となっている筆

数が相当数あるのではないかと推定しておりま

すが、市道延長がかなりあり、その実数把握が困

難なことから、市道敷内に未登記地がどれくらい
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あるのか、また、その中で相続登記が難しいもの

がどれくらいあるのかなどの実数把握までは至

っていないところであります。 

  未登記地については市道との境界立ち会いの際

に判明するものや、未登記物件の相続代表者から

相談を受けてわかるもの、また、道路改良や水路

事業などの用地測量の権利者調査の時点で判明

するものなどがあります。そのような機会を捉え、

公共用財産として適正に管理をするために、未登

記処理事業としてまちづくり総合計画の実施計

画に位置づけをし、毎年予算を計上して未登記地

の解消につながるように努めているところであ

ります。 

  また、未登記地が判明し相続登記が可能な物件

につきましても、相続登記が済んで登記が可能と

なった時点で速やかに登記手続を行うように努

めております。 

  未登記処理事業の実績といたしましては、過去

５年間を調べたところ、未登記地を処理した件数

は12件18筆で、そのうち相続登記完了後の手続に

ついては１件となっております。 

  そのほかに、件数までは把握しておりませんが、

道路改良事業などで用地の権利者調査の時点で

判明し、その事業の中で解消した事例もあるとこ

ろです。 

  また、市道整備などで新たに民地を買収しなが

ら行う路線については、事前に用地の問題を抱え

ていないかを事前に把握した上で線形を検討す

るなど、市道用地内にこれ以上未登記地が存在し

ないように努めているところでもあります。 

  議員お述べのとおり、年数が経過するほど相続

が難しい未登記地につながっていくことから、そ

の対応方には苦慮しているところであります。 

  相続未登記問題については、現法制のもとでは

解決できない問題でもあり、また、全国的な問題

でもあるため、政府は相続登記されないまま所有

者がわからなくなっている土地を公的な目的の

ためなら所有権をそのままにして事業に利用で

きるようにする制度づくりに着手し、国土交通省

や法務省が具体的な検討を進めるという方向づ

けがされようとしております。 

  本市においてもそのような動向を注視しながら、

引き続き市道敷内の所有権の権原の確保に努め

てまいります。 

  私からは以上であります。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

  〔我妻秀彰企画調整部長登壇〕 

○我妻秀彰企画調整部長 私からは、初めに２の市

役所にあるお宝の保存・利活用についての御質問

にお答えします。 

  秘書広報課で広報誌作成のために撮影した写真

につきましては、その時代を映す大切な歴史資料

であるとともに、市民共有の財産であると認識し

ており、大切に管理保管しているところでありま

す。 

  写真として昭和31年以降のものが残っておりま

して、平成10年代ごろまでのものはフィルムの状

態で、それ以降は写真データをＤＶＤ、ブルーレ

イに記録して庁内で保管しているところであり

ます。 

  なお、庁舎建てかえに係る移転作業の際には、

この貴重な財産を紛失することのないよう十分

に注意するとともに、新庁舎にもこれらの保管場

所を確保し、適切な状態で大切に保管し、長く後

進に伝えてまいりたいと考えております。 

  また、保管写真の利活用については、これまで

も報道機関や出版社などからの依頼によりフィ

ルムの貸し出しや写真データの提供をしてまい

りました。最近では羽越水害当時に撮影した被災

状況の写真をフィルムからデータ化し、新聞社か

らの依頼により提供するとともに、６月に開催し

た羽越水害50年行事巡回パネル展で展示するな

ど、活用しております。 

  新たな利活用の考えにつきましては、今のとこ

ろ具体的には持ち合わせていないところであり

ますが、市民の方々や報道機関からの依頼、そし
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て庁内各課等の催事などでの利用の際にはこれ

まで同様対応してまいりたいと考えております。 

  次に、３の運転免許証の自主返納と公共交通の

あり方についてのうち、公共交通に係る御質問に

お答えいたします。 

  御質問の中にもありましたが、本年３月、総務

文教常任委員会委員長から公共交通拡充に関す

る調査研究報告書をいただいたところでありま

す。この報告書では本市の持続可能なまちづくり

を実現するためにも重要な施策の一つとして公

共交通を捉えられており、より一層の公共交通の

拡充を図る上では、守る、育てる、支えるという

３つの視点で広く住民意識を醸成し、参画を促す

施策に期待をされています。 

  本市におきましても、事業実施の段階や市全体

の公共交通を考える上で参考にさせていただき

たいと考えております。 

  次に、本市の公共交通の現状と課題であります

が、地域の市民生活の足を確保する観点から、民

間バス事業者が廃止したバス路線を引き継ぎ、平

成９年から市民バス米沢市役所万世線の運行を

しており、さらに、市民生活に密着した手軽な交

通手段を確保するため、平成13年からは市街地循

環路線右回り、左回りを運行しております。 

  また、市民バスの利用者が年々減少し、収支状

況が悪化していた路線については、平成24年度以

降、地域の方々がみずから公共交通のあり方を検

討し、山上地区や田沢地区においてはデマンドタ

クシーへの移行を行っております。 

  現在はバス路線を持たない広幡地区において地

域による公共交通ワーキング委員会が立ち上げ

られ、地区としての公共交通についてさまざまな

角度から検討した結果をことし秋には報告書と

して市へ提出いただける予定になっております。 

  一方、民間バス事業者が市内において運行して

いるバス路線については利用者が大幅に減少し、

本市が地域生活交通の確保を目的として交付し

ている赤字分の補助金も増加傾向にあります。 

  高齢化社会が進展する現状において、公共交通

の必要性は今後とも高まるものと想定され、まず

は喫緊の課題として交通弱者の足をどう確保し

ていくかという検討とともに、持続可能な公共交

通の実現において行政みずからが行う公共交通

事業は民間交通事業者のサービスを補完し、既存

の民間交通事業者との役割分担を行いながら、民

間活力を最大限活用することに留意し、進める必

要があると考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 後藤市民環境部長。 

  〔後藤利明市民環境部長登壇〕 

○後藤利明市民環境部長 私からは、３の（１）運

転免許証自主返納支援事業の効果をどう捉えて

いるかについてお答えいたします。 

  初めに、高齢者運転免許自主返納支援事業につ

いてですが、運転に不安を覚える高齢ドライバー

の運転免許の自主返納を促し、交通事故の未然防

止・抑止につなげようというもので、ことし４月

から開始した事業です。 

  高齢者が運転免許を自主返納しやすい環境を提

供し、運転免許の全てを自主返納した65歳以上の

方に6,000円以内の市民バスの回数乗車券または

乗り合いタクシーの回数乗車券を１回交付する

支援内容となっております。 

  これまでの回数乗車券の交付状況ですが、８月

31日現在、交付件数は120件となっております。

内訳としましては、市民バスの回数乗車券が112

件、乗り合いタクシーの回数乗車券が８件となっ

ております。交付申請者を年代別に見てみますと、

70歳から74歳が25件、75歳から79歳までが最も多

く33件となっておりまして、特に75歳以上が88件、

73％を占めております。平均年齢では79歳となっ

ておりまして、男女別では男性は73件、女性が47

件となっております。 

  次に、事業の効果をどのように捉えているかに

ついてですが、本市の65歳以上の高齢者の運転免

許の自主返納の状況を申し上げますと、平成24年
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が31件、25年が41件、26年が43件、27年が94件、

昨年の平成28年が180件と、ここ３カ年で返納者

が倍増している状況となっています。 

  そして、ことし１月からの運転免許の自主返納

の状況を申し上げますと、７月末現在で154件と

なっており、昨年同時期では103件でありますの

で、前年を大幅に上回るペースで返納が進んでい

る状況となっております。 

  また、自主返納支援事業につきましても、月別

で申し上げれば４月に44件、５月に34件の申請が

ありまして、６月からは減少傾向にありますが、

合計では先ほど申し上げたとおり120件の交付件

数となっております。年度当初に申請件数が集中

しているのは、それだけ免許を前倒しして返納し

ているあらわれとも考えられます。 

  また、米沢警察署管内の高齢者の交通事故発生

件数を８月31日現在で前年と比較してみますと、

被害者では昨年65件に対して64件、加害者では昨

年81件に対して80件と、若干ではありますが減少

となっております。 

  運転に不安を覚える高齢ドライバーの自主返納

を促す効果は一定程度あったものと考えており

ますが、交通事故の未然防止・抑止につなげるた

めに、今後も多くの高齢者の皆様から申請いただ

けるよう啓発活動に努めてまいります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） まずは御答弁ありがと

うございます。順次お聞きしていきたいと思いま

す。 

  まず、森林資源の利活用と土地の境界について

ですけれども、先ほど答弁の中にもあったかと思

いますが、その中では森林施業というふうな言葉

がありました。森林資産の活用というふうなこと

で同じような意味合いかなというふうに思いま

すが、境界が確定できないということがその森林

資源の利活用の妨げになっておったというふう

な認識はおありでしょうか。 

○島軒純一議長 渡部産業部長。 

○渡部洋己産業部長 やはり、森林の整備を行う場

合にはその所有者の確定が不可欠でありますの

で、そういったものと、あと範囲ということで境

界の確定は不可欠だというふうに認識をしてお

ります。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） 今回取り組もうとして

いる林地台帳の整備、これが境界確定のための第

一歩になるんだと、そのような認識で捉えてよろ

しいですか。 

○島軒純一議長 渡部産業部長。 

○渡部洋己産業部長 この林地台帳を整備すること

によりまして土地の所有者の情報の精度が向上

いたしますので、今後森林組合などが森林の整備

に取り組む際に所有者や境界の特定など、そうい

った事業がしやすくなるというふうに考えてお

ります。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） 森林資源の利活用の妨

げになっておった要因の一つが境界が確定でき

ないことだと、そして、今回の取り組みがその境

界確定のための第一歩になるというふうなこと

ですが、これ何で今まで実施できなかったのか。 

  これまでいろいろな方がいろいろな立場で、い

ろいろな場で森林資源がもったいないよねとい

うふうなことで、さまざまな提言とかお願いとか、

そういったことをしてきたと思うんですけれど

も、なぜそれに応えられなかったのか。 

  このたび森林法が改正になって林地台帳の整備

というものが義務づけられた、それでやむなく第

一歩を踏み出そうとしている、そういうふうに思

われるんですけれども、そのあたりいかがですか。 

○島軒純一議長 渡部産業部長。 

○渡部洋己産業部長 森林の整備・利活用という面

では実際に利活用する土地に関しての情報をま

ず集めるという形になります。先ほども申し上げ

ましたように、さまざまな市であったり県であっ
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たり森林組合だったりということで、さまざまな

団体がその情報を持ってはいたものの、それが統

一的な情報ではなくて、なかなかその利活用が難

しかったというところがあります。 

  林地の境界の確定につきましては、この林地台

帳の整備が行われましても、実際に現場での立ち

会いなどを行っていく必要がありますので、そう

いったような実際にその境界を確定していくの

はなかなかこの広い面積を行っていくのは難し

いというふうに考えております。 

  今回の林地台帳の整備によりまして所有者など

の情報が集約になりますので、そういったものを

活用して森林施業が行われる範囲をまずは確定

しながら境界の特定を進めていきたいというふ

うに考えております。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） 今の答弁ありましたけ

れども、どの程度のものが整備されるか、そして、

それをどういうふうに生かせるかといったこと

を考えたときに、現地で境界を確定するのに利用

できるかどうか、そこが１つ大きなポイントだと

思うんです。 

  そのあたりどういうふうに利活用していくのか

期待をするところですけれども、当然林地台帳の

整備が目的ではなくて、整備をした後にそれを森

林資源の利活用にどう生かしていけるのかと。 

  なので、どの程度のものができるのかというこ

とが大変重要だと思うんです。そして、それを現

地で境界確定するためにどの程度生かせるもの

ができ上げるのかということだと思いますが、そ

のあたりいかがですか。 

○島軒純一議長 渡部産業部長。 

○渡部洋己産業部長 林地台帳の記載の項目につき

ましては、先ほど壇上でも申し上げましたように、

その土地の所在であったり、地番、地目、面積な

どがございます。また、所有者の氏名や住所、共

有者の情報、また、林地の境界に関する地籍調査

の実施の有無であったり、その森林経営計画の認

定の状況などがございます。このうち公表ができ

るものとしては所有者の情報などの個人情報を

除いたものを公表するという形になっておりま

す。 

  また一方、森林施業者に対する情報の提供とい

うものがありまして、森林施業を行う方々に対し

て所有者の情報も含めて情報提供しながら施業

を促進していく形になりますので、そのような運

用をしていきたいというふうに考えております。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） 今まで一元的に管理で

きなかったそういう情報が今度この林地台帳を

整備することによって一元的に管理できる。そし

て、それが森林の使用者等に還元できるというふ

うなことで、とりあえずは第一歩を踏み出すとい

うふうなことで期待をしたいと思います。 

  その森林法の内容ですけれども、林地台帳の整

備だけではなくて所有者の不確知森林に係る裁

定制度もうたわれているかと思いますけれども、

時間の関係で中身を詳しくはお聞きしませんが、

共有者で住所等がわからない人、わからない土地、

その森林についての裁定制度も出たというふう

なことで指摘をしておきたいと思います。 

  ちなみに、市有林、市が所有している森林、28

年度の決算によりますと約512ヘクタールなんで

しょうか、512万4,084平方メートルで、立木５万

5,781立方メートル。この市有林については境界

は確定されておりますか。いかがですか。 

○島軒純一議長 渡部産業部長。 

○渡部洋己産業部長 市有林につきましては境界杭

を設置をしておりまして、境界の測量図などもご

ざいますので、確定はしているところであります。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） 境界については確定で

きるということで安心はしましたが、ぜひ積極的

に市有林の資源活用、立木についても28年度１年

間で1,130立方メートル増加しているというふう

なことが決算書にも書かれておりますので、こう
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いったものの資源の利活用というものを積極的

にやっていっていただきたいというふうに申し

上げておきたいと思います。 

  次に、公共用地に係る相続未登記ですが、件数

がなかなか把握できないというふうなお話でし

た。例えば土地所有者が死亡したときに当然固定

資産課税の対象は外れないわけで、固定資産税の

納税者を確定する必要があると。これは相続登記

とは別に必要なわけだと思いますけれども、例え

ばそういう共有者、相続権者の代表者選任、こう

いったものは必要になってきて、実際に手続をと

られていると思うんです。 

  そういった件数等がわかれば実際に相続が発生

しても登記されていない土地というものはある

程度つかめるものだと思いますけれども、そこは

いかがですか。 

○島軒純一議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 おっしゃるとおり相続人の代

表者の指定届け出をお願いしているところであ

りますが、所有者と納税義務者の関係で申し上げ

ると、市内と市外、それが単独であったり共有だ

ったり、共有の代表者だったり共有の代表以外の

方であったり、さまざまなケースがございます。 

  特に市外の場合にはその件数を一つ一つつかん

で、その方がお出しいただければいいんですが、

お出しいただけない場合に、その件数をつかむの

はなかなか困難だというふうに思っております。 

  ですので、議員がおっしゃられたとおり、なか

なかその件数の把握については至っていないと

いうことでございます。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） 例えばシステム上で突

合をかければある程度件数というものはわかる

ような気が、素人考えですけれども、ありますけ

れども、そこはなかなか難しい、時間もかかる、

費用もかかるということだろうと思います。 

  具体的な件数がなかなかつかめないということ

ですけれども、これは公共用地、道路敷にかかわ

ってだけの話ではありませんが、この８月21日に

総務文教常任委員会協議会に資料、地籍調査事業

の成果報告について出されています。対象面積が

14ヘクタール、調査対象者が58人だったんですけ

れども、そのうち12人が未相続だというふうなこ

とがこの資料に書かれています。 

  14ヘクタールに対して12人の未相続者がいると

いうふうなことですので、市内全域ではやはり相

当な相続未登記の土地があるだろうと思います。 

  市として問題になるのは道路敷です。市道敷。

相続未登記で個人名義になっている土地が相当

数あるだろうということですが、その理由として

先ほど部長おっしゃいましたけれども、昭和の合

併とか昭和30年から50年代の高度成長期のあた

りの寄附が増加して、どんどん道路をつくってい

った、そういった事態、状況、時代背景があるだ

ろうというお話ですが、それから今40年、50年、

60年たっているわけですよね。 

  時間がそれくらいたっている。しかし、いまだ

もって道路敷が未登記のままなものが、件数はわ

からないんだけれども相当数残っているだろう

と。これはやはり問題でないかなと思うんです。

当然このまま放っておいていい問題でもないと

いうことなんですが、そのあたり危機意識はどの

ようにお持ちですか。 

○島軒純一議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 御指摘のとおり年数がたつほ

ど相続というような難しさが出てまいります。公

共用の財産として適正に管理するためには、やは

り未登記処理というふうなところが大切になっ

てくるかと思います。 

  そういったことから、ほかの自治体とかの取り

組みなどを調査しながら、未登記の処理事業につ

いて周知を図るなどして、少しでも着実に未登記

地の処理をまずやっていきたいというふうに考

えます。 

○島軒純一議長 太田議員。 

○１９番（太田克典議員） この件については実は
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私はある司法書士の方にお話をお聞きしまして、

例えば年数がたっておって取得時効、時効取得の

適用があるというふうな場合に職権か何かで自

動的に米沢市のほうに移転登記できないかとい

うことをお聞きしたわけですけれども、結果的に

はそれはできないと。取得時効の対象にはなって

も相続の手続は必要なんだというふうな御指摘

をいただいたところです。 

  先ほど部長もおっしゃいましたが、これは時間

がたてばたつほど相続人がふえていくわけです。

なので、早急な対応が必要だろうと思います。 

  ある文書というか、そこでは団塊の世代が全員

75歳以上になるのが2025年だと言われていまし

て、それ以降大量の相続が発生する可能性がます

ます大きくなってくるという指摘があります。 

  これ米沢市として、今件数はつかめないんだけ

れども、相当数残っている実態があるかと思いま

す。これに対応していくために当然体制の強化、

登記件数を急いでやると、嘱託登記という形にな

るかと思いますが、そういったことをどんどんや

っていく必要がある。そのためには体制強化も必

要だと思いますが、その点いかがですか。 

○島軒純一議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 ただいまお話あったとおり、

それを解消していくにはやはり専門の知識やマ

ンパワー、そして登記の測量も行っていく必要が

ありますから、費用もかかるところであります。 

  そういったことから、今、年で少しずつ未登記

地の解消に努めておりますけれども、先進地の解

消のやり方とか、そういったところを勉強しなが

ら研究してまいりたいと考えております。 

○島軒純一議長 太田議員。 

○１９番（太田克典議員） ちょっと市長にも市長

自身の危機意識といいますか、問題意識といいま

すか、どのようにお考えか、ちょっとお伺いした

いんですけれども、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 中川市長。 

○中川 勝市長 これから今御指摘がありましたよ

うに高齢化社会の中で、また土地の問題について

例えば相続をしないというようなこともふえて

きているというふうに思っております。 

  また、今全体の問題として見れば、空き家対策

等で空き家の所有も今後どういうふうになって

いくかと、相続がどうなされていくかというよう

なことなんかもあって、これからの米沢市の全体

行政、公共事業の執行をしていく上で非常にやは

り危機感はあるというふうに認識をしておると

ころです。 

○島軒純一議長 太田議員。 

○１９番（太田克典議員） 今後の公共事業の執行

についても支障になるだろうということは、全国

的にも数年前から問題として取り上げられてい

まして、それに対して国の動き、先ほども一部言

及ありましたが、国の動きもあるようです。 

  所有権とは別に土地の利用権新制度、利用権と

いうものを新しくつくる制度について法改正を

できるように次期通常国会に提出する方針が打

ち出されているというふうなことが言われてお

ります。 

  ただ、国の動きは動きとして、やはり米沢市と

して対応していく必要はあるだろうと思います。

紹介したいのは長岡市、ほかにもあるんですが、

長岡市の取り組みということで、窓口で丁寧な説

明をしている、亡くなった方の御家族の方等が窓

口においでになったときに登記についても説明

をしているということがあります。 

  米沢市では亡くなられたときの窓口、総合案内

での配付の資料ありますけれども、それから、担

当者のほうにも話を直接お聞きしましたが、なか

なか登記の話までは直接できないと、していない

ということもありました。そのあたりももっと丁

寧に、まず最初に問題を認識してもらう、相続登

記というものが必要なんですよというところを

丁寧にお話ししていただくということが必要な

んではないかなと思います。 

  次の項目に移りたいと思いますが、お宝のお話
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ですけれども、一部新聞社、出版社等にも提供さ

れているんだというお話がありました。特に羽越

災害についての写真、直近の話ではですけれども、

これはまさにお宝のお宝たるゆえんを一部証明

しているところもあるんじゃないかなと思いま

すが、ほかにこういう事例はありますか。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 先ほど答弁申し上げまし

たが、昭和31年以降のものでありますので、なか

なかパネル展というようなものは少ないんです

が、さまざま雑誌や出版社、そして民間の団体の

記念事業の出版とか、そういうところでは御要望

をいただいております。 

  そして、例えばなんですが、ことしは伊達政宗

の生誕450年というようなところで、米沢で生ま

れ育ったというようなところで、仙台市さんのほ

うからは写真などの提供も御依頼がありまして、

私どものほうで提供させていただいたというよ

うな経過がございます。 

○島軒純一議長 太田議員。 

○１９番（太田克典議員） さまざまなところから

市報掲載の写真あるいは写真データについて利

用したいというふうな申し出があるんだという

ことだと思います。 

  積極的にこちらからの活用方法ということです

が、当然新しい市庁舎が建った後に遺漏なく、先

ほどもありましたけれども、大事に移動していっ

てもらうということはもちろんなんですが、当然

デジタルデータであれば検索できるような形に

なっているかと思うんですけれども、特にフィル

ム関係できちんと問い合わせに対してすぐ応え

られるような状態を、この際だからということで

もないんですけれども、整備しておいていただき

たいと思いますし、例えば新庁舎が建った後にこ

の件について図書館のほうにお邪魔して市報等

を見せていただいたときに、図書館のほうでは今

の図書館は４代目だということで、初代の図書館

から今の４代の図書館の全景写真とか、そういう

ものを張っていてＰＲしているということもあ

りましたので、米沢市の歴史というものを写真で

伝えるような、そういう展示なんかも庁舎内でや

るとか、そういったことも考えられていいのかな

というふうに申し上げておきたいと思います。 

  ３番目ですが、運転免許証の自主返納関係。基

本的なことをお伺いしますけれども、今後も啓発

していくというふうなお話ありましたが、米沢市

としても今後も自主返納のための環境整備事業

を継続していく考えはありますか。いかがですか。 

○島軒純一議長 後藤市民環境部長。 

○後藤利明市民環境部長 今後もこの事業について

は継続していく考えでございます。 

○島軒純一議長 太田議員。 

○１９番（太田克典議員） それから、総務文教常

任委員会で出した調査報告書、言及ありましたけ

れども、私はこの中身は３点ポイントがあったか

と思っています。 

  １つは事業費、米沢市の費用、これが高額で高

どまりしているという点です。それからもう１点

は、地域コミュニティーというものがこれからど

んどん大事になっていくだろうということ。それ

から最後３点目は、アンケート調査等によって市

民の意向を聞くべきだと。特に利用していない人

へのアンケート調査、これが大事だろうと。新た

な需要を掘り起こすという意味でもアンケート

調査をやって改善に生かしていく、そういった点

で上げたわけですけれども、特にそのアンケート

調査についてはやられるお考えはありますか。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 市全体でのアンケートと

いうものはこれまでやってきたことはないとこ

ろでありますが、例えば先ほど申し上げました広

幡地区では地域のほうで公共交通をどうするか

と考えていただいているというようなときには、

その前は万世でもやりました。万世はデマンドを

導入しておりませんが、あと山上、田沢というと

ころで検討していく上では必ず地域の皆さん方
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からさまざまな設問を設けて、どのように考えて

いただいているかというアンケートは実施をし

てきているところであります。 

○島軒純一議長 太田議員。 

○１９番（太田克典議員） 手前みそになってしま

うかどうかわかりませんが、実は８月、９月と学

生インターンを私は受け入れていまして、山大の

工学部生なんですが、そのインターン生が山大生

100人に実際に個別にキャンパス内で会ってアン

ケート調査したと、聞き取りをしたというふうな

ことがあります。 

  ぜひその結果も注目したいところでありますの

で御紹介したいと思いますが、ぜひ参考にしてい

ただきたいと思いますが、いかがですか。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 学生の皆さん方において

ももちろんおっしゃるとおり公共交通を使うと

いう方々ですので、ぜひ見せていただいて参考に

させていただきたいと思います。 

○島軒純一議長 太田議員。 

○１９番（太田克典議員） ぜひよろしくお願いし

たいと思いますが。 

  自主返納者、先ほど年代とかありましたけれど

も、これ公共交通が整備されている地区ほどもし

かしたら自主返納者が多いのではないかと、自主

返納しやすいのではないかということは誰でも

考えるところだと思います。そのことをお聞きし

たんですけれども、なかなかあくまでも自主返納

者に対する利用券の配付者数は市では押さえて

いるんだけれども、地区ごとの自主返納者数は押

さえていないというふうなお話だったんです。地

区ごとの。 

  実は私、米沢警察署に行きましてお話をお聞き

してきました。そういうデータがあるのかと。地

区ごとに自主返納者の数を捉えた統計があるの

かということですが、結果的にはなかったです。 

  ですけれども、その担当の方、相手をしていた

だいた方がおっしゃるには、地区でどうこうとい

うよりも、実は自主返納しやすいのかどうかとい

うのは同居率だということなんです。 

  なぜか。警察に免許証を自主返納しに来る、手

続をする、手続が終わった途端にその人は無免許

になると。そうすると、どうやって帰っていくの

と。なので、家族に連れられて自主返納しに来る

人がもうほとんどですと。中にはタクシーで来る

人もいるんですけれどもと。ほとんどいない。 

  同居している人がいるかどうか、自分が返納し

たときにかわりに運転してくれる人がいるかど

うか、そこなんですと。それは中心部でもバス路

線が整備されているところでも同じです。結局市

民は玄関から入り口まで。中心部であってもバス

停まで行かなければならないということがある。

なので、市民が求めているのは玄関から入り口ま

でだというふうなことです。 

  それをお聞きしまして、実はある通販の雑誌等

に載っていた資料があるわけですけれども、高齢

者の免許返納、交通の便が悪いところに住む人が

運転をやめるには。これは専門誌ではありません。

通販の機関誌で取り上げていることです。 

  その中で３地区ほど全国で事例を挙げています

が、その中で群馬県前橋市のマイタクシーの制度

があります。これ部長に資料をお見せしていたの

で、感想を簡単にお聞きしたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 前橋市はタクシーを利用

される方に、条件つきでやられます免許返納とか、

ある程度高齢になられた方にはタクシー利用に

対する補助を差し上げるという、もうシンプルで

わかりやすいというようなところの制度をやっ

ていらっしゃるというところを深くなるほどな

と思って見させていただきました。 

  やはり、ある程度ターゲットを絞って私どもの

ほうもそういうところを検討させていただくと

いうのは今後考えなければならないと思ってお

ります。 
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  幅広くとなりますとやはり相当の費用というか、

経費がかかりますので、そこら辺のところも想定

しながらということになるんではないかなと感

じたところでございます。 

○島軒純一議長 太田議員。 

○１９番（太田克典議員） 若干御紹介したいと思

いますが、対象者はあらかじめ登録が必要なんで

すけれども、対象となる人は75歳以上の人、65歳

以上で免許証のない人、障がい者や難病患者、要

介護者、妊産婦で、乗りおりどちらか一方が市内

であればよくて、利用時間は７時から18時、利用

回数は１人につき年間最大120回までということ

です。 

  私が直接お話をお聞きしたいと思いまして、前

橋市役所に電話でしたけれども、電話で担当者に

お話をお聞きしました。29年度当初予算額１億

2,000万円だそうです。ほかにバス路線22路線の

委託料として約３億円、市では負担しているとい

うお話でした。合計約４億2,000万円。 

  これ多いか少ないかと見ると、前橋市は人口も

相当大きい、33万8,000人ほどです。これ人口１

人当たりで見ますと約1,242円なんです。 

  一方、米沢市はどうかということで、28年度決

算額を米沢市の人口８万2,000人余りですけれど

も、これで割りますと約937円ということになり

ます。なので、前橋市のほうが１人当たり手厚く

補助しているんではないかなと思います。 

  もう一つ御紹介したいのは、この前橋市ですけ

れども、公共交通のマスタープランをつくってい

るんです。平成23年だったかですけれども、それ

で、先ほど役割分担というお話ありました。ここ

では新たにタクシーを公共交通に位置づけてあ

る。その上でタクシーとバス、それから私鉄も走

っているそうですけれども、鉄道、バス、タクシ

ー等の役割分担を明らかにするというふうなこ

とがうたわれています。 

  先ほど警察の方のお話ですが、ドアからドアと

いうことになればやはりタクシーだと思います。

ですけれども、一方でバスの役割、これはやはり

一度に大勢の人を運べる。これはタクシーにはで

きないことだと思います。 

  その辺の役割分担をしっかりやはりつける。そ

のためのあるべき姿、米沢市の公共交通のあるべ

き姿。そこには免許証の自主返納しやすい米沢市、

そういったことも踏まえての話だと思いますが、

そういったものを明らかにしていく、このことが

必要ではないかなと思いますが、いかがでしょう

か。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 前橋市の計画というもの

は私はまだ拝見させていただいておりませんの

で、ぜひ見させていただきたいと思います。 

  これまで私も直接国の御担当の方とさまざまお

話をさせていただいてきた経過があります。その

中で、やはり公共交通は、先ほど冒頭の答弁でも

申し上げましたが、やはり民間事業者がまずは主

であるんだというところについては、国の施策と

しては強い考えを持っていらっしゃいます。 

  その中で自治体が果たしてどこまでやれるのか

というものについては、今後さらに考えていかな

くてはならないと感じているところでございま

す。 

○島軒純一議長 太田議員。 

○１９番（太田克典議員） ６月議会でも人口減少・

高齢化に伴って町内会の問題を取り上げさせて

いただきました。今回は相続登記の関係、それか

ら、この公共交通の問題、いずれも人口減少・高

齢化の問題が顕在化してきつつあるというふう

に思います。ぜひともこれに積極的に対応してい

ただきたいということを申し上げて、私の質問を

終わります。 

○島軒純一議長 以上で19番太田克典議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時００分 休  憩 
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午前１１時０９分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、誰もが利用しやすい窓口業務に向けて外

１点、12番成澤和音議員。 

  〔１２番成澤和音議員登壇〕（拍手） 

○１２番（成澤和音議員） 一新会の成澤和音です。 

  本日傍聴においでくださいまして、本当にあり

がとうございます。精いっぱい頑張らせていただ

きます。 

  ことしの夏は夏らしくない天候が続きました。

連日の曇天、降雨で東北、関東を中心に海水浴場

やプールの利用が落ち込むなど、夏のレジャー施

設が影響を受けました。 

  また、私たちの生活にはなくてはならない野菜

も深刻です。農林水産省の青果物卸売市場調査に

よると、８月中旬の野菜の卸売価格は前年同期比

５％上昇、特にキュウリが62％、ナスが54％上昇

となった一方で、数量は13％下落しました。私も

家でトマトとキュウリを栽培しておりましたが、

発育不良で収穫量がかなり少なく、非常に残念な

結果となりました。 

  また、気象庁によると、東京では８月１日から

21日まで連続で降雨となり、観測史上歴代２位の

記録、仙台も断続的に雨が降り、７月22日から32

日間連続の降雨を観測、６月から９月では観測史

上２番目に長い記録となったそうです。 

  私は冬生まれなので余り暑いのが好きではあり

ませんが、やはり暑いときは暑く、寒いときは寒

く、自然の摂理に従ったほうが人も植物もいいも

のができるのだなと思ったところです。 

  さて、本題に入りますが、今回の一般質問のテ

ーマは大きく分けて２項目です。まず初めの１項

目めは、誰もが利用しやすい窓口業務に向けてに

ついてお尋ねいたします。 

  市民の方が市役所を利用する一番の理由といえ

ば、恐らく住民票や印鑑証明などの証明書等の交

付を受けるときかと思います。他の自治体では分

庁舎があり、複数箇所で発行できますが、本市の

場合は市役所１カ所のみとなっています。 

  市内といえども車で30分以上かかる場所もあり

ますし、市役所の業務時間と自分の就業時間が全

く一緒の場合は、有休や代理を使って発行を依頼

するほかありません。 

  それを改善するべく、総務省が後押しする形で

始まったのがコンビニエンスストア等における

証明書等の自動交付、いわゆるコンビニ交付サー

ビスです。 

  簡単に言うと、市役所でしか発行できなかった

住民票の写しや印鑑登録証明書等を全国各地の

コンビニエンスストアのキオスク端末、マルチコ

ピー機から取得できるサービスとなっています。

しかも、土日、夜間問わず発行でき、さらには単

身赴任や大学進学で県外に行った際も、その現地

のコンビニで発行できるのがポイントです。もち

ろん店員の介在なしで発行できるので、個人情報

を盗まれたりする心配はありません。 

  加えて、実際に他の自治体ではコンビニ交付が

普及すればするほど業務コストの削減につなが

っているという試算も出ているほどです。もしか

したら本市の住民票交付手数料は400円となって

いますが、300円に下がる可能性だってあります。 

  本県でも先んじて酒田市、続いて鶴岡市、山形

市が導入をスタートしました。いつも出おくれる

のが米沢市です。初当選後、初の一般質問で提案

してから今回で３回目の質問となりますが、二度

あることは三度あるのではなく、多くの市民の願

いだとも思っています。三度目の正直として誠意

を持って対応していただきたいと思いますが、本

市のコンビニ交付の導入についての御見解をお

尋ねいたします。 

  次に、新庁舎建設における窓口対応についてお

伺いします。 
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  現在、本市では庁舎建てかえが進められていま

すが、大きく懸念しているのが建設時における市

民の利便性の低下です。現庁舎周辺に建設する場

合は駐車場が不足するおそれが出ています。 

  ただでさえ３月、４月は除雪による駐車スペー

スの減少などに加えて、転入転出の手続も重なり、

駐車できずぐるぐると回っているなど、大混雑し

ています。やはり、これ以上悪化させるわけには

いきません。 

  さきの委員会でも質疑いたしましたが、具体的

な対応が示されていませんので、対応策について

お伺いいたします。 

  １項目め最後の質問ですが、窓口業務広域化の

可能性についてお尋ねします。 

  他の自治体では合併で複数の自治体の窓口業務

が一本化され、それに伴う業務の効率化、維持管

理費用の削減などを行いましたが、合併しなかっ

た自治体、本市を含め莫大な戸籍事務電算化の維

持管理費用がかかっています。例えばこういった

ものを一本化できれば、本市を含め各自治体の負

担の軽減を図れるようにもなるはずです。 

  また、私たち市民においても、車社会や道路網

の整備により昔と比較しても生活圏が広がりつ

つあります。例えば置賜２市５町から本市に通う

人もいますし、その反対もいらっしゃいます。広

域化が実現できれば帰り際に近くの役場で行政

手続を行えるようにもなります。 

  米沢市役所に行くよりも高畠町役場に行ったほ

うが近かったり、川西町役場に行ったほうが近か

ったりする方もいらっしゃるはずです。そうした

新たなニーズに応えていくためにも窓口業務の

広域化についてのお考えをお尋ねいたします。 

  続いて、行政のＩＣＴ化の促進についてお尋ね

します。 

  御存じのとおりだとは思いますが、21世紀は情

報化時代とも言われてきました。しかし、現在の

ＩＴはもう過去の話であり、ＩＣＴ、その先の物

がインターネットにつながるＩｏＴの時代に突

入しています。 

  しかしながら、今の米沢市の行政を見ていると

ＩＴのままとまっているようにも感じられます。

近年ではＳＮＳなどを少しずつ活用し始めてき

ましたが、さらなるＩＣＴ、ＩｏＴの推進を図る

べきです。 

  以前から提案していますが、例えば旅行に行く

際は航空券や宿泊施設の予約のほとんどはイン

ターネットで行っておりますし、この時代に電話

や直接行って購入する人は少ないはずです。今で

はインターネットがあれば大抵のことはできる、

むしろインターネットがなければ不便に感じる

ほど当たり前となりました。 

  残念なことに、いまだに対応できないのは本市

を含めた自治体関係です。例えば公共施設におけ

る予約システムを構築すれば、夜間、早朝を問わ

ず予約できるので、電話に出ないといった不便さ

はなくなると思いますし、行政としても業務の効

率化を図れると思います。 

  そこでお尋ねしますが、行政手続オンライン化

の体制構築に向けた取り組みについてどのよう

になっているでしょうか。 

  最後に、アプリケーションの利活用についてで

す。 

  こちらも何度か質問しましたが、老若男女問わ

ず、また、議員のほとんどの方もスマートフォン

を所有しているほど普及しております。 

  その中でもアプリはスマートフォンを格段と普

及させた一つだと考えます。例えば市でも導入し

たフェイスブックやインスタグラムなどのＳＮ

Ｓのほか、先ほども紹介しましたが予約システム

であったり、お財布機能であったり、ポイントカ

ードであったり、道案内であったり、インターネ

ットにはない直感性、機能性を向上させたツール

となっています。 

  そういった現代に合わせた行政運営を構築し、

行政をより身近な存在にすることで、不便な行政、

お役所仕事と言われなくなるのではないでしょ
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うか。今後、このアプリケーションの利活用につ

いてさらなる検討を行っていただきたいものだ

と思いますが、御所見をお願いいたします。 

  以上で壇上の質問は終わりますが、まちづくり

総合計画の将来像の中にも「人が輝き創造し続け

る学園都市・米沢」とうたっています。未知なる

ものに果敢な挑戦を行い、それが創造を生み、そ

して、その新たな創造につながるといった連鎖反

応を起こすとも記されております。わからない、

できないで終わらせるのではなく、果敢に挑戦し、

新たな創造に向かって進んでいただけることを

期待し、壇上での質問を終わらせていただきます。 

○島軒純一議長 後藤市民環境部長。 

  〔後藤利明市民環境部長登壇〕 

○後藤利明市民環境部長 私からは、１、誰もが利

用しやすい窓口業務に向けてのうち、（１）証明

書等のコンビニ交付の導入についてと、（３）窓

口業務広域化の可能性はについてお答えいたし

ます。 

  初めに、現在の本市のマイナンバーカードの交

付率につきましては、７月31日現在で5.93％です。

マイナンバーカードのメリットといたしまして

は、公的な身分証明書となるほか、ｅ－Ｔａｘに

よる税の確定申告やマイナポータルによる行政

手続オンライン申請ができることなどがありま

す。 

  さらに、自治体によってはコンビニなどでの各

種証明書の交付やデジタル母子健康手帳、図書館

カードとしての活用の事例がございます。このよ

うな利活用の方法があれば、マイナンバーカード

の交付率は上がるものと考えられます。 

  マイナンバー制度の推進について国から地方公

共団体に対しまして強く要請されているところ

であり、コンビニ交付サービスについても全国の

市区町村における導入を目指すために、導入して

いない団体に対して早期かつ積極的な検討を促

す総務大臣通知が昨年９月に発出されました。 

  また、国からは全国展開に向け講じる方策とし

て、Ｊ－ＬＩＳ運営負担金の削減やコンビニ事業

者に支払う手数料の引き下げのほか、地方財政措

置の拡充などが示されました。このうち地方財政

措置の拡充の内容は、システム構築費及び導入後

３年間のランニングコスト、それからＪ－ＬＩＳ

運営負担金、さらにコンビニ事業者への手数料の

合計の２分の１が特別交付税として交付される

もので、昨年度までは5,000万円だったのが上限

額が6,000万円まで引き上げられました。ただし、

この措置は平成31年度までとなっております。 

  このような中、コンビニ交付サービスの導入状

況は、８月28日現在で全国の市町村1,718のうち

430、率にして25％の市町村が既に導入している

ところです。県内におきましては、先ほど議員お

述べのとおり、山形市、酒田市、鶴岡市が導入し

ているほか、平成30年度に導入を予定している県

内市もあるようです。特別交付税の交付を受けら

れる平成31年度までに導入しようとする自治体

は、今後さらにふえることが予測されます。 

  コンビニ交付サービス導入に際しての課題とし

ましては、２つ考えられます。 

  １つ目は、導入及び運営に係る財政負担が大き

いことです。現在のところ、システム構築費は数

千万円、ランニングコストは約1,000万円を要す

ると見込んでいるため、特別交付税措置が終了し

た後の財政負担も考慮しなければなりません。 

  また、コンビニ交付に係る行政コストにつきま

しては、コンビニ交付の発行枚数により大きく変

動しますので、コンビニ交付が市民に定着するま

ではランニングコストだけで試算しても１枚当

たりのコストは相当高額になるものと予測して

おります。 

  課題の２つ目としましては、コンビニ交付の導

入が必ずしも窓口業務の軽減に直結するもので

はないことです。コンビニ交付サービスでは全て

の証明書が発行できるわけではありません。例え

ば相続手続で必要となる出生から死亡までの戸

籍や資産証明書等の税証明は窓口対応となりま
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す。 

  また、既にコンビニ交付を導入している市町村

のほとんどが、戸籍、住民票、印鑑、所得、課税

の証明の発行にとどまっており、そのほかの証明

は窓口対応となっております。 

  このようなことから、コンビニ交付を導入した

としても、窓口業務が大幅に軽減されることは考

えにくく、すぐに窓口職員の削減にはつながらな

いと認識しております。 

  大多数の市民がマイナンバーカードを取得し、

コンビニ交付サービスが定着すれば、例えばです

けれども銀行のＡＴＭ導入事例のような大幅な

人員削減も可能かもしれませんが、そのような状

況になるまでは一定の期間を要するものと考え

ております。 

  しかしながら、先ほど御説明しましたとおり、

国は財政措置を拡充して、国民の利便性向上のた

め最終的には全市町村がコンビニ交付に参加す

るよう導入を強く促していることから、今後コン

ビニ交付サービスの導入が加速することが考え

られます。 

  このような状況を踏まえまして、県内各市との

情報交換のほか、コンビニ交付の庁内学習会を開

催するなど、改めて検討を進めているところでご

ざいます。 

  市民の利便性の向上の観点から、将来の行政サ

ービスを見据え、財政措置のある平成31年度まで

の導入が可能かどうかも含めて、第２期実施計画

の策定の中で検討していきたいと考えておりま

す。 

  次に、窓口業務広域化の可能性についてお答え

します。 

  平成27年度の国勢調査によれば、本市にお住ま

いの方で他市町村に勤務されている方は4,475人、

人口全体のうち12％程度いらっしゃいます。本市

のみならず他市町村で同じ状況の方々にとって

も、開庁時間内に最寄りの市町村窓口で必要な証

明書の発行や手続が可能となれば非常に便利に

なると思います。 

  しかしながら、窓口業務の現状といたしまして

は、置賜管内の自治体における住民基本台帳と戸

籍システムの構築状況はまちまちで統一されて

おらず、これを統一しようとすると莫大な費用が

かかります。 

  また、統一しなければならないのはシステムだ

けではなく、事務処理の手順や関係書類など、さ

まざまあることから、自治体間の調整等にはかな

りの時間を要すると考えられます。 

  さらに、証明書の発行につきましてはオンライ

ン化できる範囲が限られている上に、住民票や戸

籍の附票の保管状況、税の納期など、自治体間で

事務の取り扱いが異なるものもあるため、全ての

証明書について統一することは難しく、住所地で

証明をとらざるを得ない状況は残るものと思わ

れます。 

  また、窓口の手続につきましては、住所の異動

に伴い各種の保険や給付、上下水道など、他の窓

口でも手続が必要となることから、結局は住所地

の窓口に行かなければならなくなることが想定

されます。 

  本市の場合、住所異動に伴い手続が必要となる

窓口は、その状況によりますけれども、四、五カ

所にまたがることもあるようです。 

  以上のことから、窓口業務の広域化につきまし

ては、現段階では難しいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 須佐総務部長。 

  〔須佐達朗総務部長登壇〕 

○須佐達朗総務部長 私からは、１の２項目めにつ

いて御答弁申し上げます。 

  新庁舎につきましては、現在の敷地内に建設す

る予定ではあります。その建設用地にはほかにも

資材置き場、それから作業員の事務所などの用地

が必要となるものであります。 

  このため、現庁舎南側の一般駐車場を初め、北

側の職員駐車場など、多くが使用できなくなる可
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能性があるものであります。このことを受けた窓

口業務に対する御懸念ということだと思います。 

  ただ、窓口業務といっても、もちろん市民課窓

口が中心になるわけですが、税関係、それから国

保、福祉関係の部署など、広範囲で多岐にわたる

業務がいずれも連携するものでございます。これ

らの窓口業務を仮にですが、一時的に移転すると

いうことになれば、その移転する先の改修経費、

当然ですが電算システム、そういったさまざまの

関連経費がかかりまして、多額の費用が見込まれ

るところであります。 

  したがいまして、新庁舎建設期間中につきまし

ては、当然ですが安全を確保するとともに、でき

るだけ市民の皆様に御不便をおかけしないよう

配慮する必要があると。その中で配慮しながら現

在の庁舎を使用したいと考えているところでご

ざいます。 

  新庁舎の具体的な建設の位置、それから規模、

階数などが決まった段階で、駐車場の確保といっ

たものを検討することになりますが、市民の皆様

が利用する駐車場についてはできるだけ近くに、

また安全な場所に確保したいと考えているとこ

ろであります。 

  場合によりましては近隣の民有地の一時的な借

り上げとか他の公共施設の使用についても検討

させていただきたいと思っているところでござ

います。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

  〔我妻秀彰企画調整部長登壇〕 

○我妻秀彰企画調整部長 私からは、２の行政のＩ

ＣＴ化の促進についての御質問にお答えします。 

  初めに、行政手続オンライン化の体制構築に向

けてについてでありますが、行政手続をオンライ

ンで行うためには、国や民間などが提供するサー

ビスを利用するほか、山形県県内市町村が共同で

構築し運用を行っている電子申請システム、また

は独自でシステムを調達する必要があります。 

  現在、本市ではオンラインによる申請が可能な

手続は、ふるさと納税のほか、税の申告であるｅ

ＬＴＡＸの一部、パブリックコメントの募集、図

書の貸し出し予約の６手続であり、これは先ほど

述べましたサービスやシステムを利用しており、

いずれも本市公式ホームページから行うことが

可能となっております。 

  一般的に転入・転出、転居届などの行政手続に

ついては、申請時に運転免許証など申請者本人で

あることを証明する書類により本人確認を行っ

ておりますが、オンラインにより申請を行う場合

の本人確認については、現時点ではマイナンバー

カードに登載されている公的個人認証により行

うことが必要となります。 

  本市が行政手続を新たにオンラインにより受け

付けをする場合、その内容や費用を考慮すると、

山形県の共同利用電子申請システムを利用する

ことが最適と考えられますが、この現状のシステ

ムではマイナンバーカードに登載する新しい規

格の公的個人認証を取り扱うことができないこ

とや、県から現時点においてシステムを改修する

具体的な方針が示されていないことから、実施で

きない手続が多い状況となっております。 

  また、社会保障・税番号制度、いわゆるマイナ

ンバーの運用開始に伴い、社会保障・税番号に関

する法律で定められている行政手続においては、

申請の際に必要となる行政機関が発行する証明

書類について添付する必要がなくなります。 

  このため、引き続き電子申請手続におけるシス

テムに関する課題や社会保障・税番号制度の運用

状況を踏まえつつ、電子申請を利用できる手続の

選定について、費用対効果を十分勘案しながら市

民の皆様の利便性が向上するような取り組みに

ついて検討する必要があると考えております。 

  また、御質問の中に公共施設の予約等がありま

したが、本市の公共施設の管理については指定管

理者制度により行っているところでありますが、

施設の紹介やイベントの周知等を行うためにホ
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ームページをおのおの作成し、公開していらっし

ゃいます。その中で施設の空き状況など、利用状

況についても情報を公開しているところでござ

いますが、インターネットの普及や整備が進んだ

現代においては、施設の利用状況の公開だけでは

なく、オンラインにより施設予約を行いたいとい

うニーズがあることは認識しているところであ

ります。 

  しかし、これを実施するには現行の指定管理者

のホームページでは対応できないことや、新たな

システムの構築や運用体制が必要となること、ま

た、公共施設によって必要とされる情報、例えば

施設の備品や設備など一律の対応ができないこ

と、さらに、現在の指定管理者との協定には盛り

込んでおらず、新たに指定管理者の業務として盛

り込む必要があることなど、さまざまな課題があ

ることから、他の自治体の事例を参考にして研究

してまいりたいと考えております。 

  次に、アプリケーション利活用の検討について

お答えいたします。 

  スマートフォンではさまざまなアプリケーショ

ンを利用することが可能であり、一般的にも多く

の人がさまざまな場面で活用をされております。 

  また、先進的な取り組みをしている自治体では、

ごみの分別・収集、子育て、観光などに取り組ん

でいる事例も見受けられます。 

  行政サービスにおいてアプリケーションを活用

する場合、市民の方を含め、利用者がアプリケー

ションのダウンロードやインストールを行わな

ければならないために、使用するアプリケーショ

ンについては汎用性の高いものを選定する必要

があり、また、提供する内容によっては新たにア

プリケーションの開発を行わなければならない

ことなどが考えられます。 

  本市が公式にアプリケーションを利用していく

かにつきましては、費用対効果のほか、先進自治

体の事例なども参考に研究していきたいと考え

ております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○１２番（成澤和音議員） 御丁寧な御答弁まこと

にありがとうございました。 

  コンビニ交付のほうからお尋ねしていきたいと

思います。私、今回で３回目の質問になります。

その都度勉強します、検討しますという御答弁し

かいただいておりませんでした。今回も学習会を

設置して検討していくということでしたが、今ま

でそういった検討はしてきたものなんでしょう

か。今回の学習会の検討はどういった検討をする

のか、お尋ねしたいと思います。 

○島軒純一議長 後藤市民環境部長。 

○後藤利明市民環境部長 これまでも内部のほうで

はコンビニ交付の導入費用についてなどの検討

はしてきましたし、改めて昨年９月に総務大臣か

ら通知が参りましたので、それを受けてさらに吟

味をしております。 

  せんだっても実際に事業者から聞き取りをして、

その機器のデモなども見せていただきながら、実

際の運用も確認しながら現在検討を進めており

ます。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○１２番（成澤和音議員） 非常に残念だなと思い

ました。今までの検討というのは要するに紙ペラ

１枚見て「ううん、難しいな」と終わらせてきて

いたのかなと感じます。私が行う検討というのは、

しっかりとした財政シミュレーションで、導入後

どれぐらい普及すればこういったことになる、そ

ういったところまで含めた検討じゃないでしょ

うか。 

  実際に前回も御紹介しましたけれども、三鷹市

の場合、もう財政シミュレーションも行ったよう

です。維持管理費用の削減につながったという結

論になったということでした。 

  具体的に言うと１枚当たり窓口の発行手数料は

639円かかっている。でも、一方コンビニ交付の

場合は242円で済んだというような報告の中身で
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した。 

  先ほども金融機関のＡＴＭの話をされたと思い

ますが、私も金融機関の方に聞き取り調査を行わ

せていただきました。やはり導入した後、すぐに

は普及しなかったようです。それが10年たち、20

年たち、今では私、窓口に行くことなんてほとん

どありません。通帳記帳であったり引き出しであ

ったり入金であったり、ほとんどＡＴＭで済ませ

る。 

  やはり、導入にはある程度時間がかかるという

のは十分承知しております。だからこそ今やるべ

きなんだと私は思いました。ぜひとも財政シミュ

レーションも含めて、要するにコンビニ交付がど

れぐらい普及すればこれぐらいになるよという

検討結果までぜひ出していただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 後藤市民環境部長。 

○後藤利明市民環境部長 市民福祉の増進を図るこ

とから市民サービスの向上については、我々も同

じ目的で日々仕事に取り組んでいるところでご

ざいます。 

  例えばですけれども、今御答弁を申し上げまし

たランニングコスト約1,000万円と申し上げまし

たが、各山形市等の先進自治体の例を見ますと、

やはり導入直後はなかなか発行枚数が伸びない

というところでありまして、現在も聞き取りによ

りますと月100枚を超えるぐらいのような状況に

なっているようです。 

  仮にですけれども、ランニングコスト1,000万円

を発行枚数、仮に1,000枚で割りますと１万円に

なります。 

  確かに定着すれば徐々にそのコストは下がって

くると思われますので、決して導入しないと私は

申し上げたわけではなくて、これまでも検討して

きましたが、費用対効果の観点からなかなか今ま

で導入に踏み切ることはできなかった。 

  しかしながら、やはり社会情勢の変化もありま

すので、今後それらの導入に向けて検討していく

ところでございますので、御理解をお願いいたし

ます。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○１２番（成澤和音議員） 今までにない前向きな

答弁だったなと感じておりますし、部長に関して

は財政畑を歩んでこられて、そういった費用対効

果の算定、算出がすごく得意だと思いますので、

ぜひともそういった研究を含めてやっていただ

きたいなと思います。 

  私、前回も御紹介しましたけれども、平成23年、

コンビニ交付を導入した自治体は21自治体でし

た。29年９月、私９月を見てきましたけれども、

432自治体まで本当にふえてまいりました。来年

恐らくもう500超えて600近くなるんじゃないか、

再来年どういうふうになるのか。 

  そういったときに、もう今主流となっているよ

うな政策になっております。市長もかわりました、

部長もかわりました。ぜひ改めて再検討していた

だいて、導入に向けての検討を進めていっていた

だきたいなと思います。 

  ちょっと関連しての質問になりますが、庁舎建

設の窓口の件です。先ほども紹介しましたが、３

月、４月、大変転入出の重なる時期で、非常に駐

車場が混雑しております。先ほども近くで駐車場

を確保するというような話でしたが、実際に私は

南側の駐車場をざっと計算してみると250台程度。

これ250台の大規模な駐車場を確保できるものな

んでしょうか。いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 具体的な台数の算定までは入

っていないわけですけれども、近隣に民有地があ

ってお貸しいただけるというふうなことであれ

ば、その部分については積極的にお願いをしてき

たいと。 

  それから、職員についても近場、何キロという

のは今申し上げることはできませんが、やはり近

場の職員はできるだけその期間、ずっと歩いてき

てほしいというわけじゃなくて、庁舎建設という
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その期間の中である程度徒歩あるいは自転車等

の交通手段に変えて協力できないか、そういった

ことも含めてさまざまこれから調整する必要が

あるかと思います。ですので、駐車場については

何とか確保したいというような考えでございま

す。 

  もちろん市民の皆様にはできるだけ御迷惑かけ

ないような手だてはとっていきたいと思います。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○１２番（成澤和音議員） 確かに転入出の手続に

関しては直接庁舎に来ないといけないかなと思

いますが、しかし、住民票等の証明書等の交付、

年間今有料ですと10万枚ぐらい、１人１枚なのか

２枚なのか、それで計算すると１日当たり400人

から500人ぐらいの方がいらっしゃっているんじ

ゃないかなと。 

  これが例えばコンビニ交付を導入して少なから

ずこれが減少できたとすれば、多少なりとも混雑

緩和につながっていくんじゃないかなと思いま

す。 

  あちらこちら視察してきましたけれども、庁舎

建設時に合わせてコンビニ交付を導入したとい

う自治体が多くありますが、これ建設後だと遅い

と思います。私は今から対応して、そういったコ

ンビニ交付などをして住民が極力市役所に来る

頻度を減らしていく、そういった取り組みで少し

ずつ緩和していく。 

  あとはもちろん駐車場の確保であったり代替で

あったり、そういったものをしていかないといけ

ないと思いますが、そういった手だての面でもぜ

ひとも私は早い段階に結論づけていただきたい

なと。 

  これもしかしたら総務部所管になるかもしれな

いですよ。この調子でいけば。今のところ総務部

が庁舎建てかえに関して全て担っているわけで

すから。そういった主導をしながら住民サービス

の利便性の低下を防ぐ、そういった手だてをぜひ

ともつくっていっていただきたいなと思います。 

  続きまして、窓口業務の広域化に関してお尋ね

していきたいと思います。 

  先ほどもいろいろ課題などもお伺いしました。

具体的にどれぐらいの費用、電算関係です。そう

いったものがかかる見込みなのかというのはシ

ミュレーションされておりますでしょうか。 

○島軒純一議長 後藤市民環境部長。 

○後藤利明市民環境部長 具体的な広域化の検討に

至っていませんので、その具体的なシミュレーシ

ョンまでは行っておりません。 

○島軒純一議長 成澤和音議員。 

○１２番（成澤和音議員） これはよそ様があって

のことだと私も重々承知しております。ですが、

これから人口減少していく中で、やはりもちろん

自主財源というものも減少していくと思われま

す。そういった中で、固定費をなるべく圧縮する

方法を見出していかないといけないんじゃない

かなと思います。 

  ニュースにもなりましたけれども、小規模自治

体のほうではもう電算の維持管理ができないく

らい財政が逼迫している。今、米沢市に関しては

まだ大丈夫かもしれないです。でも、将来的に考

えると、その電算の維持管理費用であったり、莫

大な財政負担がのしかかるということがわかる

のであれば、例えばこういった初期費用、これぐ

らいかかるけれども広域化を果たして維持管理

費を各自治体の負担分を減らしていくというの

も、ぜひとも検討していく必要があるとは私は思

います。 

  こちら本当になかなか難しい答弁だと思います

が、今国のほうでも広域化というか、独立行政法

人のほうの導入を呼びかけているようです。それ

で、電算の業務であったり、そういったものを委

託推進するべきではないかということで少しず

つ動いておりまして、３月、４月あたりに閣議決

定したようでした。 

  なので、私は改めてこれは検討すべき課題かな

とも思いますし、例えば先ほどのちょっとコンビ
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ニ交付に戻りますが、長野県の上伊那のほうの広

域行政事務組合でコンビニ交付を導入したそう

です。一自治体で導入すれば5,000万円程度かか

るかもしれないですが、広域行政事務組合で導入

すればもしかしたらその負担金だってある程度

抑えられる可能性だってある。 

  それ10年間の維持管理費をランニングコストを

考えても、イニシャルにこれぐらいかけてもやる

べきだとか、そういった検討課題というものがあ

ると思いますが、部長でよろしいんでしょうかね。

いかがでしょうか。そういった検討課題をしてい

きませんか。 

○島軒純一議長 後藤市民環境部長。 

○後藤利明市民環境部長 おっしゃるとおり、今後

の人口減少を踏まえればそういった広域化によ

る事務というのは方法論としては考えられると

ころであります。 

  ですが、先ほども申し上げましたが、さまざま

なシステムだけでなくて運用上の課題もござい

ます。そのように広域化できれば確かに望ましい

ことかもしれませんが、現在置かれている財政状

況の中にあってさまざまな幅広い行政を行って

いるわけですので、今取り組むべき事項というも

のがございますので、そういう観点に立てば今こ

の広域化を急ぐ必要があるのかどうかというと

ころについて慎重に判断すべきかなと思うとこ

ろでございます。 

○島軒純一議長 成澤議員。 

○１２番（成澤和音議員） 厳しくなってから進め

ていっては私は遅いと思います。前もって10年後

こうなるだろう、20年後こうなるだろうというも

のをある程度想定して、動けるときに動いていく。

もう動けなくなった時点では本当に遅くなって

もう手おくれ、そういった事態だって招くおそれ

もありますので、たかだか電算の5,000万円で財

政破綻するといったことはないとは思いますが、

少しでも、市民の税金です。維持管理費用を削減

できるような取り組みを進めていっていただき

たいですし、これまでの前例にとらわれないよう

な取り組みも私は求めておりますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

  行政のＩＣＴ化の促進についてお尋ねしたいと

思います。 

  オンライン化の前になんですが、私、前回ホー

ムページの件を御質問させていただきました。平

成23年度に米沢市のホームページを更新しまし

たけれども、やはりそこで対応できなかったのが

スマートフォンへの対応です。そちらの件はどの

ようになっておりますでしょうか。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 おっしゃるとおり23年度

にデザインを今のデザインにしまして、その後変

更がなくて、スマホ対応にはなっていなかったと

いうところでございます。 

  それも私どものほうでもその必要性は認識して

おりましたので、今年度ちょうどホームページ作

成用のためのシステムを更新しますので、そのと

きにあわせてホームページ関係のデザインを変

更するとともに、スマートフォン対応に変更をさ

せていただきたいと考えております。 

○島軒純一議長 成澤議員。 

○１２番（成澤和音議員） ちょっと遅かったです

けれども、取り組み自体は私は大変評価しますし、

一番トップ画面、かなり気を使ってつくってくだ

さい。もうおもしろいところだと、例えば香川県、

うどん県で銘打っていたりとか、そのトップ画面

で気を引けるか引けないかが決まってきますし、

入りやすいか、見やすいかというのもかなり印象

づけられますので、このトップ画面は頑張ってい

ただきたいと思います。 

  そのほか、例えば公共施設、ほかのところに関

してはこちら変更の御予定というのはあるんで

しょうか。例えばですけれども、先ほどあった指

定管理者が行っているホームページに関しては

どのようなことで進めていくんでしょうか。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 
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○我妻秀彰企画調整部長 指定管理者の方々とも今

後お話をさせていただきたいと思っていますが、

今多くの施設が利用料金制度をとっております

ので、利用したい方は指定管理者のほうに申し込

んでいただいて、そして許可をもらうというとこ

ろがあります。 

  それで、予約的なものは場合によっては安価な

システム等が導入できれば可能性は出てくるの

かなと思っておりますが、もう一つ大きな問題と

してはやはり決済の問題があります。使用料をお

支払いいただかなくてはならないというところ

がありますので、あくまでも予約的なものであっ

て、必ずおいでいただいて使用料を窓口でお支払

いいただかなくてはならないというところは残

りますので、そのメリットというものについても

あわせて費用対効果を考えていきたいと思いま

す。 

○島軒純一議長 成澤議員。 

○１２番（成澤和音議員） 済みません、私が聞い

たのは、例えば体育館のホームページであったり

というものをスマートフォンに対応できるかと

いうような質問だったんですが、まあいいです。 

  例えばなんですけれども、私も個人的にホーム

ページのほうを作成させていただきました。かか

った期間は２日間、費用は１万円で済みました。

それで、何とソーシャルメディアともリンクでき

る、スマホにも対応できる、そういったすばらし

いようなホームページをつくってくれるサイト

でつくったと言ったほうがいいんでしょうが、か

なり安価につくれる。 

  昔はやはり費用的にも高額でした。50万、100

万なんて当たり前の時代でしたが、今はもう簡単

に、ましてや素人でもつくれるんです。そういっ

たものをぜひとも、例えば公共施設の指定管理の

方にお願いしてつくってみてくださいとか、そう

いったものでも私は十分だと思います。費用もほ

とんどかからないのであれば、できるんであれば

やっていただきたいなと思ったところです。 

  もう一つなんですが、公共施設の予約システム

に関してですが、今県のほうに委託というか、分

担金という形で70万円拠出して県の電子申請の

ほうを活用しておりますが、私は何度も言います

が、こちらほとんど米沢市は活用していないと。

やはり使い勝手も悪いのは十分承知しておりま

す。 

  こちらは県のほうでは何かどういうふうにして

いくとか、そういった方針というのは出されてい

るものなんでしょうか。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 今のところ明確な御連絡

はいただいておりませんが、先ほど答弁で申し上

げましたマイナンバー制度が導入されて、国とし

て導入をしたわけでありますので、県としてもそ

の対応というものについては当然、いつからとい

うところではありませんが、そのようなマイナン

バーへの対応というものを検討されるというと

ころで考えております。 

○島軒純一議長 成澤議員。 

○１２番（成澤和音議員） 何度かのぞきましたけ

れども、やはり他県と違うんです。この電子申請

の取り組みというものが。やはり、県は県でやっ

ていらっしゃるんだなと思ったんですけれども、

非常に見にくかったりとか、あと、サービス面で

もかなり不足していたりとか、もし可能であれば

やはり米沢市がもう率先してこうしてくれとか、

スマホ対応にしてくれでもいいですし、公共施設

の予約等を簡単にできるようなシステムにして

くれというふうな御要望をしていただきたいと

思いますけれども、いかがでしょうか。できます

か。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 今のシステムにつきまし

ては、もう県のほうで業者のほうと何年間という

ところできちんと契約をされていますので、そち

らのほう、要望につきましては今後新しいシステ

ムの検討に入るときには私どものほうとしても
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さまざまな要望は出していきたいと思っており

ます。 

○島軒純一議長 成澤議員。 

○１２番（成澤和音議員） ぜひ、せっかく金を払

っているんですから、使いやすいものにしていか

ないと、お金だけ払って実は何もしていませんで

したなんていうとやはりもったいないと思いま

す。 

  米沢市の思いもあると思いますし、自主的に独

自で導入するというのも難しいのかなと思うん

で、使えるものであれば使う。それ以外の機能が

欲しいんであれば米沢市独自で導入していくと

いうのも選択肢の一つだと思います。ぜひとも率

先して進めていっていただきたいなと思います。 

  最後になりますが、アプリケーションの利活用

の検討についてです。 

  前回もお話ししましたが、市内のタクシー業界

の方もアプリケーションをつくりました。非常に

便利だなと思うのは、例えば自宅から駅までＧＰ

Ｓの機能を使って、そういった料金を算定してお

およそ幾らですとか、冬期、夜間に関しては２割

増しなんでこれぐらいですとか、そういったもの

がアプリケーションでできたり、ボタン一つ、今

まで電話をかけていたのがボタン一つで、例えば

本当に周りに何もなくて目印がない場合でも、Ｇ

ＰＳで自分の位置を的確に伝えてタクシーを呼

べたりとか、そういったものを導入していますし、

あとは市内の飲食店、美容室であっても予約シス

テムを組み込んだアプリケーションを導入して

おりました。 

  それで、「かなりお金かかったんじゃないです

か」と聞いたんですけれども、意外とそうでもな

く、昔は1,000万円とか、アプリケーション１個

つくるのに1,000万円程度かかりましたけれども、

今は二、三十万円ぐらいでつくれるんだというこ

とを御紹介していただきました。 

  改めて、例えば先ほど汎用品、主流になってい

るものじゃないと使い勝手が悪いからとかとお

話ありましたけれども、そういった汎用品を活用

してでも公共施設であったりとか行政の手続で

あったり、十分可能だと思いますが、そういった

検討もこれからしていっていただけるものなん

でしょうか。いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 申請行為、特に行政処分

については難しいものと思っております。こちら、

また繰り返しになりますが、一番の壁については

本人確認、そして決済の問題であります。こちら

はスマホから本人確認ができるということはあ

り得ませんので、スマホにつきましては単に利用

者が情報を取得するというところに現時点では

限定されるのかなと思っておりますが、御質問の

中にありました汎用品等が活用できて、そして、

お話にもあったように、やはり自分が動く上でス

マホを持って歩いて利用しやすいというところ

については非常にメリットがあるんだろうと私

も思っておりますので、そのような分野で使えな

いかというのは今後とも研究させていただきた

いと思います。 

○島軒純一議長 成澤議員。 

○１２番（成澤和音議員） 先日の一般質問の工藤

議員の一般質問で産業部長が御答弁しました。新

たな観光ルートをつくるために最先端技術を活

用する。私はすごくやる気が感じられましたし、

意気込みが伝わってきました。 

  ぜひ進めていっていただきたいなと思うのは、

やはり今までＡ、Ｂ、Ｃの地点があってＡとＣし

か行かなかったけれども、そのアプリケーション

があればＡとＢとＣを結ぶことができたり、何分

かかってとか、道案内があったり、観光ガイド案

内があったりとか、そういった機能面でも今まで

にない新たな提案ができるわけなんです。ぜひ進

めていっていただきたいなと思いますが、何か今

現在進捗とかはあるんでしょうか。 

○島軒純一議長 渡部産業部長。 

○渡部洋己産業部長 今さまざまなそういったよう
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な技術を使った提案などを事業者のほうからも

いただいております。どのようなシステムがこれ

から有効なのかというところを今検討しており

ますので、そういったものを進めながらできるだ

け導入できるように取り組んでいきたいという

ふうに考えております。 

○島軒純一議長 成澤議員。 

○１２番（成澤和音議員） 私はこの話をすると、

家族と話をするんですけれども、やはり父親、母

親世代には通じませんでした。なぜかやはり今の

20代、30代、40代ぐらいの方だとすごく意気投合

するんです。「いや、行政でこういったことあっ

たほうがいいよね」とか「何で公共施設、予約と

れないの」とか、そういったやはり世代間のギャ

ップがすごく感じられます。 

  やはり私たちの世代というのは物心ついたころ

にはインターネットというものは、携帯であった

りとか、あとインターネットであったりとか、そ

ういったものが出てきたころで、よく高校生とか

大学生のときは使っていた世代でもあります。 

  片や、うちの父親と言ったらおかしいですけれ

ども、60代とか70代の世代の方にとってはインタ

ーネットはつい最近できたものなのかもしれま

せん。 

  ですが、最近はＩｏＴというものがあって、自

宅で何かブルルルルという音が聞こえたんでの

ぞいてみました。隣が田んぼになっていますが、

70代の方がタブレットを持ってドローンを使っ

て散布作業をやっていたんです。やはり、そうい

ったＩＣＴ、ＩｏＴを活用することで労働力の低

下であったりとか業務の効率化というものも十

分図れると思います。 

  例えば先日もニュースになりましたけれども、

ＬＩＮＥでいじめの相談アカウントをつくった、

そういった自治体がありました。かなり応募が殺

到しているようです。 

  やはり現代に合ったような体制、行政を構築し

ていくことこそが私は市民サービスの向上にも

つながると思いますし、業務の効率化にもつなが

ると思いますので、ぜひとも前向きな御検討を進

めていっていただき、御要望させていただきなが

ら私の一般質問を終わりたいと思います。ありが

とうございました。 

○島軒純一議長 以上で12番成澤和音議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ０時０３分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 １時０２分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、中学校におけるライフプラン授業の導入

について外２点、23番島貫宏幸議員。 

  〔２３番島貫宏幸議員登壇〕（拍手） 

○２３番（島貫宏幸議員） 明誠会の島貫宏幸です。 

  きょう午前中なんですが、会派室におりました

らセミの声がまだ聞こえておりました。９月に入

って朝晩がめっきり涼しくなってまいりました

が、周辺地域ではソバの花が今きれいに咲いてお

ります。もう既にごらんになられた方も多いかと

思いますが、いよいよ実りの秋がやってまいりま

した。 

  ９月、10月と皆さんの地域の中では友達、交遊

関係も含めてだと思うんですが、芋煮会が数多く

企画をされていることと思います。実りの秋にふ

さわしい行事だなと、この季節、秋が一番私は好

きです。 

  それでは、早速質問に入らせていただきます。 

  初めに、中学校におけるライフプランニング授

業の導入についてお伺いをいたします。ことしの

３月定例会代表質問でもお尋ねしておりますが、

再度質問をさせていただきます。一部釈迦に説法

の部分があるかと思いますが、御容赦いただきた
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く存じます。 

  文部科学大臣の諮問に応じ教育や学術、文化に

かかわる政策を審議して提言する機関の中央教

育審議会が公表している「初等中等教育の役割」

によると、高等学校段階までの初等中等教育は、

人間として、また家族の一員、社会の一員として、

さらには国民の一員として共通に身につけるべ

き基礎・基本を習得した上で、生徒が各自の興味、

関心、能力、適性、進路等に応じて選択した分野

の基礎的能力を習得し、その後の学習や職業・社

会生活の基盤を形成することを役割としている

とされています。 

  さらには、基本的な役割を踏まえつつ、今日の

子供や社会状況を考慮し、その後の学習や職業・

社会生活の円滑な接続を図っていく観点から検

討すれば、資質や能力の育成を重視し、基礎・基

本の確実な習得を図ることにより、みずから学び、

みずから考える力などの生きる力を育成するこ

とが必要と考えるとしています。 

  本市の教育もこうした理念を踏まえ、大河原教

育長からも都度お話をいただいており、各小中学

校において先生方初め、保護者や地域の方々と協

力し合いながら御指導をいただいているものと

推察しております。 

  そこでお伺いいたします。先ほども触れました

が、今日あるいは将来を見据えた進路指導につい

て、殊中学校において重要視している点は何かお

聞かせください。 

  次に、携帯電話やテレビゲーム、パソコンの普

及等により、大勢で遊ぶ、友人と語り合う、他人

と協力し合うことといった多様な人間関係の中

で社会性や対人関係能力を身につける機会が減

っており、学校や地域社会といった本来社会性を

育成する場で社会性が育まれにくくなっており

ます。 

  教育現場でもこの件については大変御苦労され

ているのではないでしょうか。成長の過程で個性

を尊重することは大変大事なことでもあります

が、対人関係に苦手意識があったり、就職しても

そのことが原因でわずかな期間で離職する若者

も多く、社会問題になっております。 

  こうした背景を踏まえ、社会性を養うための今

後の指導のあり方、あるいは課題をどのように捉

えておられるのか、お伺いをいたします。 

  次に、報道等で御存じの方も多いと思いますが、

山形新聞の８月30日付の記事によりますと、こと

しの全国学力テストで山形県の成績が全国平均

を大きく下回りました。８月29日に行われた吉村

知事の定例会見で、厳しい結果、このままでは教

育県山形とは言えない、これまでにないほど全国

との差が開いた、深刻な状況で県民に申しわけな

いとし、県教育委員会の施策に対しては何が有効

で何が足りないのか、危機感を持って対応しなけ

ればならないと発言されております。 

  昨今の教育現場では学校を取り巻く社会問題へ

の対応や部活動の対応など、教鞭をとること以外

の負担がさらに増していることも要因ではない

でしょうか。 

  いわゆる過重労働が近年全国的にも指摘される

ことが多くなってきました。ことし６月22日に当

時の松野文部科学大臣が中央教育審議会総会で、

小中学校教員の長時間労働の解消に向けた負担

軽減をするよう諮問をいたしました。 

  その答申を踏まえ、文部科学省は年内にも教員

の働き方の改革の緊急対策をまとめる見通しと

なっております。本市でもお盆の３日間を学校閉

庁日として対策を進めておられますが、依然とし

て厳しい現実、実態ではないでしょうか。 

  そこでお伺いしますが、社会性を養う分野にお

いて、あるいはほかの分野でも構いませんが、民

間企業等の専門知識を取り入れた授業を模索あ

るいは検討をされたことはあるでしょうか。 

  学力の向上や学校に求められる役割が増す中で、

教職員の負担軽減と民間企業等の高い専門スキ

ルの享受を図るためにも有効な手段と考えます

が、本市の見解をお伺いいたします。 
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  次に、大項目２つ目の本市消防団についてお伺

いをします。 

  昭和42年８月に羽越水害が発生してから、こと

しで50年の節目を迎えました。これまで多くの議

員の方々も一般質問の中で御発言をいただいて

おります。 

  この歴史的な大災害として記憶をされている方

も多いと思いますが、この歴史的な災害と毎年の

ように全国各地で発生している豪雨被害の教訓

を忘れずに、災害に対する備えや防災意識の向上

に引き続き努めていかなければなりません。 

  いつ起こるかわからないこうした災害への対応

に、消防行政や消防団への市民の期待が高まって

いるのではないでしょうか。 

  消防庁のホームページによると、全国の消防団

数は2,200余り、団員数は86万人、女性消防団員

では２万4,000人が登録されており、地域におけ

る消防防災のリーダーとして、平常時、非常時を

問わず地域に密着し、市民の安心と安全を守ると

いう重要な役割を担っていただいております。 

  しかし、全国的な課題となっているのが消防団

員数の確保や高齢化などが挙げられており、団組

織の編成を見直す自治体がふえてきているよう

であります。そこで、本市における現状と課題は

どのように認識されておられるのか、お伺いをい

たします。 

  次に、小型ポンプ積載用の軽トラックの導入に

ついてお伺いします。 

  この質問は平成27年３月定例会で高橋壽議員も

同様の質問をされておりますが、私からも質問を

させていただきたいと思います。 

  一部ではありますが、消防団には自動車ポンプ、

小型動力ポンプ積載車が配備されております。予

防消防活動や訓練、有事の際に有効的な活用がさ

れているものと認識しております。 

  しかし、多くの小型ポンプについては団員所有

の軽トラックを借用して対応しているのが現状

です。 

  企業にお勤めの団員が多く、農業に従事してお

られる団員が減少していることから、軽トラック

の確保の問題は以前から指摘されてまいりまし

た。 

  周辺自治体でも積載用軽トラックの導入や検討

が既に進んでおり、本市でも配備に関する要望も

多く出ておりますが、現在どのような取り扱いに

なっているのか、また、消防団側との十分な検討

は進んでいるのか、お伺いをいたします。 

  次に、大項目の３つ目、外来動植物についてお

伺いします。 

  我が国における外来生物の歴史は古く、江戸時

代までさかのぼることができます。その時代の交

易のことです。以降、哺乳類初め、鳥類、爬虫類、

両生類、魚類、昆虫、植物や寄生生物まで、多く

の外来種が国内で確認されており、初期は一部地

域から始まり、その勢力は次第に全国に拡大し、

帰化してしまった動植物も少なくありません。 

  そのほとんどは人為的に持ち込まれたものが多

いと思われますが、正確に定義すると人間活動の

影響で入り込んだ生物であるそうです。つまり、

意図的に持ち込まれた生物でなくても、例えば輸

入木材や農作物、船などに入り込んだり付着した

りして入り込んだ生物も外来種となります。 

  少し古いデータにはなりますが、ＷＷＦ、公益

財団法人世界自然保護基金ジャパンが公表して

いる情報によりますと、平成16年に輸入された生

きている動物の数は、財務省の貿易統計に６億

4,749万326頭記されております。この中でも届け

出の義務のない昆虫や魚類は含まれておらず、流

通された膨大な数の生き物の行方を知るすべが

ないのが実情のようであります。 

  また、侵略的外来種が及ぼす影響については、

ほかの動物や植物の捕食、似たような生息環境を

持っている在来の生物からその環境を奪い駆逐

してしまう競合、近接する種同士で交配が起こり

雑種が生まれてしまう交雑、それまで存在しなか

った他の地域特有の病気などが感染を引き起こ
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す等々、これまでの生態系の営みに大きなダメー

ジを与えることになりかねません。 

  そこで、平成16年５月、外来種規制を定めた初

の国内法である特定外来生物による生態系等に

係る被害の防止に関する法律、外来生物法が国会

で成立し、平成17年６月１日から施行されました。 

  この法律により指定された外来種の取り扱いに

関して規制されることにはなりましたが、一たび

自然界に放たれた生物は高い順応性で厳しい環

境を生き残り、それを駆除するためには膨大な時

間と費用、労力が必要になることは言うまでもあ

りません。 

  その一方、最近取り沙汰されている特定危険外

来生物ヒアリの上陸などもあり、新たな脅威とな

っております。 

  前置きが長くなりましたが、本市における外来

の動植物の現状と対策はどのようになっている

のか、お伺いをいたします。 

  次に、秋が深まると同時に国内ではスズメバチ

による被害や毒キノコの誤食などのニュースが

多くなります。本市でも市街地に限らず、リスク

と隣り合わせではないでしょうか。 

  昨年には本市でも小学生がスズメバチに刺され、

救急車が出動する事案が発生しました。周辺地域

には自然環境が近い小中学校やわくわくランド、

大森山公園など、屋外遊戯施設もあることから、

被害に遭うリスクは高いと言えます。 

  花壇の手入れや畑作業、田植えや稲刈りに取り

組む学校もあることから、指導にも御苦労がある

と思います。 

  そこで、お伺いいたします。熊の出没を初め、

マムシ、毛虫、ウルシなどといった、こうした動

植物について、また、最近ニュースでよく耳にす

るまだなじみの薄い外来種について、教育現場で

は日ごろ子供たちにどのような指導をし、被害に

遭わない対策を行っているのでしょうか、お聞き

いたします。 

  次に移ります。 

  外来動植物の存在は、固有種の生態系に大きな

ダメージを与えることは先ほども述べさせてい

ただきましたが、危険かそうでないかにはかかわ

らず、水際対策は必要であります。外来の動植物

が確認された場合、これまで本市ではどのように

対応してこられたのか、また、初動態勢はどのよ

うになっているのか、最後にお伺いをし、壇上か

らの質問とさせていただきます。 

○島軒純一議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 それでは、初めに将来を見据

えた進路指導で重要視している点は何かについ

てお答えをいたします。 

  産業経済の構造的変化や雇用の多様化などによ

り、生徒の進路をめぐる環境が大きく変化してお

ります。多様な価値観や生き方が混在する中、生

徒はモデルとすべき生き方を見つけにくく、自分

の将来に不安を感じている生徒も見受けられま

す。 

  進路指導において子供たちに夢や希望を持たせ、

社会人、職業人として自立していくことができる

よう、みずからの生き方を選択する力を養うこと

が大切であると考えております。 

  市内全中学校で行っております職場体験学習、

米沢チャレンジウィークでは、地域の教育力と最

大限に連携し、職業に触れ働くことの大切さを学

んでいます。この経験が将来につながっている生

徒も少なくありません。 

  体験を通し米沢のよさを知り、子供たちが米沢

を誇りに思い、米沢の未来を見据え、このまちで

生きていきたい、地元で頑張りたいと感じてくれ

るような教育活動を大事にしていきたいと思い

ます。 

  次に、社会性を養う指導の今後の課題について

お答えいたします。 

  これからの社会を生き抜くためには、最も必要

な資質として社会情勢の変化に柔軟に対応でき

る確かな学力、豊かな人間性、健康と体力の育成
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が必要であると考えております。 

  集団活動を通して互いに学び合い、高め合うと

ともに、さまざまな考え方や経験を持った仲間と

の交流を通して、コミュニケーション力や社会性

を身につけていくことが重要であります。 

  その取り組みの一つとして、３年前より市内の

全小中学校で取り組んでいる米沢市だれもが行

きたくなる学校づくりでは、子供たち同士がより

よいかかわり合いの中で学校生活を送れるよう、

さまざまなスキルを学んでいます。 

  これらの活動を基盤としながら、自分自身の生

き方について自信を持ち、将来の夢に向かって努

力する子供を育てていきたいと考えております。 

  次に、民間企業の専門知識を取り入れた授業の

推進についてお答えいたします。 

  キャリア教育では人間関係形成能力、情報活用

能力、将来設計能力、意思決定能力の４つの能力

を育てることが求められており、小学校段階から

の組織的・系統的な指導が行われております。 

  そのキャリア教育の一環として、中学生段階に

おいて人生設計を考える授業は副読本「中学生と

進路」の働くこと、そして生きることの学習の中

で行っております。 

  こうしたキャリアプランを立てる授業は、夢や

目標達成のために何が必要であるのか、より現実

的に感じてもらい、自分から夢を持つ、夢に向か

って努力するきっかけづくりとなりますので、今

後もより一層の充実に努めてまいりたいと考え

ております。 

  その中で、民間企業の専門知識を取り入れた授

業につきましては、生徒の実態や学習内容に合わ

せて行っている学校もございます。 

  最後に、学校現場における危険な動植物への対

応についてお答えします。 

  ヒアリにつきましては、文部科学省より文書や

チラシ、ポスター等が届いておりますので、各校

に配付し、ヒアリに関する情報を適切に周知し対

応するよう指導しているところです。 

  そのほか、子供たちにとって危険とされる動植

物は数々ありますが、特にこの時期はスズメバチ

や熊の危険性が高い時期であります。 

  スズメバチに襲われないための対策として、校

外活動の際は帽子をかぶる、色の濃い服の着用を

避ける、万が一スズメバチを見つけたら身を低く

して後ろにゆっくり下がりながら逃げるといっ

た具体的な行動について指導を行っております。 

  熊の出没情報があった場合は、その場所での活

動を控えるように、また、出没情報があった場所

には決して近づかないよう指導しています。 

  このように子供たちに対してはみずから安全な

行動をとることができるよう指導を行っており

ますし、保護者に対しても注意喚起や子供たちの

安全確保のための依頼などを行っています。 

  また、各校では定期的に校舎内外及び通学路等

の安全点検を実施し、万が一危険な動植物にかか

わるものが発見された場合は、適切に駆除したり、

通報したりするなどの対応に努めております。 

  校外学習を行う場合は、引率教員が事前に活動

場所の下見を行い、危険がないかどうか点検を行

うようにしています。 

  今後も安全点検等を適切に行うとともに、万が

一子供たちが危険とされる動植物に遭遇した場

合でも、みずから安全な行動をとり、自分の身を

守ることができるよう、安全指導の徹底を図って

まいります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 後藤市民環境部長。 

  〔後藤利明市民環境部長登壇〕 

○後藤利明市民環境部長 私からは、２の本市の消

防団についてお答えいたします。 

  初めに、現状と課題の認識についてであります

が、米沢市消防団は本年４月に団長が交代し、新

体制のもと総勢936名の団員にて活動していると

ころです。 

  本市の消防団員は近年サラリーマン化が進み、

農業などの自営業の方が少ない状況となり、周辺
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地区によっては若者が減少し、新入団員がもう確

保できないなど、近年の団員数は条例定数に満た

ない状況が続いております。 

  国においては、消防団を中核とした地域防災力

の充実強化に関する法律を平成26年４月に施行

し、消防団を将来にわたり欠くことのできない代

替性のない存在として位置づけ、装備の改善、団

員確保等を進めるとともに、地域防災力の充実強

化を図ることを目指しております。 

  本市では消防団員の処遇改善のため、平成27年

度から出動手当の増額を行っております。また、

同年度に消防団デジタル無線の整備を行い、全車

両に無線機を設置するとともに、団長初め、分団

長までの団員には携帯型無線機及び置賜広域行

政事務組合消防無線を受信する受令機を配備す

るなど、消防団の情報伝達手段の整備を図ったと

ころであります。 

  その他の装備等については、今後消防団ととも

に検討してまいりたいと考えております。 

  次に、小型ポンプ積載用の軽トラックの導入に

ついてでありますが、現在、本市消防団に配備さ

れているものは小型動力ポンプが84台ございま

す。車両につきましては、消防団本部広報車が１

台、消防ポンプ自動車が８台、普通積載車が21台

ございます。 

  昨今、軽トラックを所有されている方が少なく

なってきている状況から、借用することも難しく

なってきている状況も把握しており、小型動力ポ

ンプを運搬する軽トラックにつきましては課題

となっております。 

  本市では消防団の施設整備、活動用資機材等の

装備につきましては、年次計画により更新を進め

ており、老朽化した小型動力ポンプ庫の建てかえ、

小型動力ポンプのほか、消防車両につきましては

25年以上経過する車両を対象として更新を検討

しているところです。 

  現在、消防団では近年の全国的に自然災害の発

生が多いことを受けて、大規模災害時における消

防団活動マニュアルの策定のため消防団の中に

検討委員会を立ち上げ、協議検討を行っておりま

す。 

  この策定作業を進める中で、施設整備や軽トラ

ック配備の課題を含めた消防団全体の見直しを

含めて、消防団とともに検討をしていきたいと考

えております。 

  次に、３の外来動植物についてのうち、（１）

本市の外来動植物の現状と対策について、（３）

本市で侵入が確認された場合の初動態勢はどの

ようになっているかについてお答えいたします。 

  まず、本市の外来動植物の現状と対策について

ですが、外国から日本に持ち込まれた外来動植物

は私たちの身近に存在しており、クローバーとし

て知られているシロツメクサ、金魚の飼育で水草

として利用されているホテイアオイ、沼などに生

息しているアメリカザリガニなども外国起源の

生物であります。 

  議員お述べの特定外来生物による生態系等に係

る被害の防止に関する法律では、外来動植物のう

ち生態系、人の生命や身体、農林水産業へ被害を

及ぼすもの、または及ぼすおそれがあるものの中

から特定外来生物を指定しております。 

  野外に放たれたり逃げ出した特定外来生物は、

放置しておくと生息範囲を拡大しながら、その土

地にもとからいた在来種の生息生育を脅かした

り、農林水産業に被害を及ぼすなど、さまざまな

被害を及ぼすおそれがあります。特に、生息生育

環境の限られている島などでは、在来種が絶滅に

追い込まれてしまう場合もあります。 

  本市の現状としましては、外来動植物によって

特に問題となっている事例はございませんが、外

来動植物による被害予防三原則として環境省で

定めている外来動植物を人為的に地域に入れな

い、捨てない、広げないということを広報紙など

でＰＲしていきたいと考えております。 

  次に、本市で侵入が確認された場合の初動態勢

はどうなっているかについてでありますが、ヒア
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リを発見した場合の初動態勢についてどうなっ

ているかと聞き取りをしておりますので、その場

合についてお答えいたします。 

  ことしの６月以降、国内の港湾を中心に相次い

で発見されているヒアリですが、本市内において

ヒアリに似たアリが確認された場合には、まず第

一にヒアリであるかの確認が必要となるため、本

市に連絡をいただきますと職員が個体確認のた

め採取をして、現物や写真を東北環境事務所に送

付し、調査をいたします。 

  その結果、ヒアリであることが確認されれば、

東北環境事務所や県と連携しまして生息範囲の

調査を実施し、駆除方法を検討することになりま

す。 

  本市としましては、ホームページや広報紙など

で情報提供を行い、市民の皆様が適切な対応がと

れるように努めていきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 島貫宏幸議員。 

○２３番（島貫宏幸議員） 御答弁ありがとうござ

いました。 

  それでは、順次質問席からの質問をさせていた

だきたいと思います。 

  大項目のライフプランニング授業についてであ

ります。質問に入る前に一文紹介したい事柄があ

りますので、この場で紹介をさせていただきたい

と思います。 

  国立教育政策研究所の生徒指導研究センターの

滝充統括研究官の著書から引用して御紹介をし

たいと思います。 

  社会性というものは、結局のところは本人みず

からが他者とかかわっていく中で、そのつらさも

喜びも含め、みずからの体験を通して獲得し、育

んでいくしかない。そこで学校が果たし得る役割

は、いかにそうした機会を提供できるか、好まし

い機会をより多く提供できるかに尽きる。これは

教師が教え込むとか導くという役割ではなく、い

かにコーディネーターとしての役割に徹するこ

とができるかにかかっていると言ってよいと書

かれてありました。 

  こうした考え方は賛否両論あると思いますが、

私は社会性を培う機会をコーディネートするん

だというふうに捉えさせていただいております。

そうした観点から次の質問をしたいと思います。 

  今回、ライフプランニング授業の導入というこ

とで、私の出身校でもある第六中学校に御相談を

し、学校長の許可を得て学校として取り組んでい

ただきました。 

  実は、７月25日だったんですが、通知表の配付

の日、終業式の前の日になりますが、中学校で開

催をさせていただいております。概要を前にも３

月定例会で少しお話をさせていただきましたが、

ライフプランニング授業についてもう少し理解

を深めていただきたいので、説明したいと思いま

す。 

  このライフプランニング授業というのは、社会

へ羽ばたく生徒、学生に向けてライフプランニン

グの体験を実施し、夢を持つことの大切さを実感

してもらいたいという思いのもとに、民間の企業

が、生命保険会社がボランティアで始めた授業で

あります。実施校は全国で1,000校を超えており

ます。 

  中学校の実績でいきますと今まで240校、高校で

は685校となっておりますが、高校のほうが若干

多いという実績であります。トータルで28年度、

29年度の３月末現在の実施校につきましては145

校という実績があります。 

  この授業の流れなんですが、２時間あります。

初めに仮想のカップルが結婚している状況から

スタートします。子供の誕生や進学プラン、住宅

購入プラン、家庭の収入、毎月の支払い、家族の

夢といった項目を一つずつ整理をして、将来実現

したい計画や夢を描いていくということが１時

間目になります。 

  ２時間目はそのライフプランニングの自分たち

が出し合った意見について検証をします。描いた
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人生で必要となる資金など、ライフプランの経済

的な側面に関して家計の収支、貯蓄などの経済的

な観点からライフプランを検証し、夢や目標達成

のために何が必要なのかをより現実的に生徒に

感じてもらうこととなっております。 

  こちらの授業は実は佐藤教育指導部長にも参加

をいただいておりましたので、まずはその感想な

どをお聞かせいただきたいんですが、いかがでし

ょうか。 

○島軒純一議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 私はその授業の１時間目

を見せていただきました。 

  まず、生徒たちが小グループに分かれまして、

真剣に、そして笑顔を交えながら自分たちの将来

に向けて一生懸命学習に取り組んでいた姿が印

象的でありました。 

  やはり中学生段階でありますので、車の値段で

すとか家を購入する金額ですとか、まだまだわか

らないことが多くありまして、本当にまだ漠然と

した将来のイメージを持てておりませんでした。 

  ただ、実際にこの生徒たちが授業を通し、それ

ぞれの金額ですとか働き方、例えば子供の進学で

すとか老後なんていうところまで考えまして、実

際に授業を通して現実と向き合うことで具体的

に考えることができたようでありました。とても

いい学習ができていたのではないかというふう

に感じたところであります。 

○島軒純一議長 島貫宏幸議員。 

○２３番（島貫宏幸議員） きょう議長に事前に許

可をいただきまして、タブレットの資料、そして

紙ベースの資料をごらんいただきながら質問を

進めたいと思います。よろしいでしょうか。 

  まず、画像のデータを見ていただきたいんです

けれども、こちらが７月25日にあった授業です。

最初、ライフプランナーからの授業の概要の説明

があって、グループごとに分かれて説明を受けて

います。 

  紙ベースに自分たちが将来的に思い描くものに

ついてさまざま意見を出し合って、指導に基づい

た１時間目を過ごしている様子です。 

  次の２ページ目の写真ですが、こちらは表に落

としたものをグループ同士が発表し合って、お互

いに学び合っている様子です。 

  こちらは保護者の方も２時間目からは一般の参

加ということで参加をしていただいている様子

がうかがえます。 

  次は終わった後の感想文も頂戴しています。筆

圧が強い、ちょっと黒く書かれているものが読み

やすいと思って、その中のものをピックアップを

させていただきました。 

  グループの５番です。きょうは自分の知らなか

ったことを知ることができてよかったです。私は

将来看護師になりたいと思っています。そのため

には学校へ行ったりとたくさんのお金がかかる

と思います。看護師は収入が安定したり、いいこ

とがあると思っていますが、子供ができたら大変

なことがふえると思うので、きちんと生活費など

かかるお金の量を考えながら生活して赤字を黒

字にできるようにしたいです云々とあります。 

  さまざまな気づきの中で、中学校２年生なんで

すが、しっかりとした意見を書いていただいてい

ます。こうした授業がこれからの米沢市の中学生、

高校生もそうなんですが、どんどん広げていくべ

きではないかと感じております。 

  この今までの流れの部分で教育長にお尋ねした

いんですが、今後のこうした授業の取り組みにつ

いて、もし将来性があるとすればどのようなお考

えがあるのか、お尋ねしたいと思います。 

○島軒純一議長 大河原教育長。 

○大河原真樹教育長 キャリア教育というか、キャ

リア学習の中でいろいろ担任が工夫をして実施

をしています。結構子供たちに人気の授業は、出

身中学校の先輩がやってきて、高校の先輩、大学

に入った先輩、社会に出た先輩がやってきて、中

学校で一体何をすべきかという非常にいい話を

してくれるという方法があって、このキャリア教
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育についてはさまざまな方法がございます。 

  そのさまざまな方法の中のライフプランニング

授業も一つであるというふうに思っております

ので、いろいろなアプローチの仕方があるという

ふうなことでのやはり方法の一つというふうな

ことで、有効な方法であるというふうな捉え方を

しておるところです。 

○島軒純一議長 島貫宏幸議員。 

○２３番（島貫宏幸議員） 今回終わってからです

けれども、１カ月後に第六中学校の校長先生に感

想をお聞きしに行ってまいりました。その際に聞

いた話で、初めやるまではどんなことをやるのか

全然ちんぷんかんぷんでわからない、どのぐらい

の効果があるかもわからないしということだっ

たんですが、実際に御参加、様子をのぞいていた

だいた上で、地域の方々にこうした支えをいただ

きながら授業を進めていくということはこれか

らの中学校の教育に本当に大事なことだと思う

というふうに言い切っておられました。 

  これは校長先生によってはいろいろと感想が変

わってくるかと思うんですが、少なくともこの感

想文を見る限り、そして、保護者や先生方の話を

聞くにつけて、これはすごくよかったというふう

に私は捉えています。 

  自画自賛になるかもしれませんけれども、この

事実というのはこれからほかの中学校さんにも

ぜひ取り入れていただきたいと思いますし、実は

これはボランティア活動でありますので、今回山

形の支社というところから10人近くの方が来て

いただきました。全て無償でやっていただいてい

ます。 

  学校の先生方はやはり授業とかほかの行事、部

活も含めてなんですが、さまざまな活動の中でや

はり多忙をきわめている。そして、専門的な知識

を教えたくてもなかなか難しい部分もあると思

います。事前に準備だったり、そうしたことも全

て仕事になると思いますので、こうした外部の企

業さんの専門知識を伝えていただく機会という

のはすごく大事だと私は思います。 

  今回、何よりこの後の授業についてもすごくこ

の経験が役に立つと思っていますので、ぜひほか

の先生方にもお聞きいただきたいんですが、これ

は校長会もこれからありますし、折を見て教育長

のほうから授業参観形式みたいな形で各学校の

教頭先生か校長先生にも次の機会があったらぜ

ひ見ていただきたい、そうした機会をつくってい

ただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 大河原教育長。 

○大河原真樹教育長 この授業が終わりました後に、

私は六中の校長先生にお話を直接伺いました。六

中の校長は今まで進路指導をかなりやってきて

おりまして、いろいろなノウハウをお持ちなんで

すが、その校長が大変よかったというふうなこと

を言っていますので、なるほどなというふうなこ

とを思っているところです。 

  ただ、各学校、このキャリア教育については年

間の指導計画があったり、あと、この授業をどこ

に取り入れていくかということもあって、計画の

段階からいろいろ検討しなければいけないので

あろうというふうに思っております。 

  なおもう少し校長会等で校長から話を聞かせて

いただきながら、これからのことについてはいろ

いろ考えさせていただきたいというふうに思っ

ております。 

○島軒純一議長 島貫宏幸議員。 

○２３番（島貫宏幸議員） ぜひ、無理やり何か押

し売りみたいな感じになってしまっているよう

ですけれども、これ見ないとわからないというこ

とがあるので、ぜひ同僚議員にもこうした機会が

あったらぜひ御案内をしながら、ぜひ見ていただ

きたいなというふうに思いますので、今後こうし

た取り組みについても御理解と御協力をいただ

きたいと思います。 

  それでは、次に移りたいと思います。 

  ２番目の本市消防団についてであります。ほか

の議員の方々も一般質問の中でＪアラートの対
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応などについての発言がありました。本市の消防

団活動においては、今回を問わずなんですけれど

も、Ｊアラートが発令された場合の本市消防団の

対応のマニュアルとか何か指導とか、そうした何

か追加された事項というようなものはあるので

しょうか。よそから来たものとか内規だとか、そ

ういうものがもしあるようでしたら御紹介いた

だきたいと思います。 

○島軒純一議長 後藤市民環境部長。 

○後藤利明市民環境部長 今御質問いただきました

マニュアルについてはちょっと確認できません

ので、きょうこの場ではあるかないかはお答えで

きません。 

  今回の事案についてお答えしますと、今回の事

案につきましては、まず市の危機管理担当としま

しては県の防災部局との情報共有を行いました

が、ミサイルの着弾の可能性がなくなったことで、

ほかの防災関係機関との連携までは至らない事

案でありましたので、消防団のほうには出動や待

機などの連絡は行いませんでした。 

  今回のような事案に限らず、いわゆる国民保護

事案、例えばテロですとか武力攻撃なども含めて

ありますけれども、国民保護事案が発生した場合

に、いざ何らかの対応が必要な場合には国から本

市に対策本部を設置するようにという通知が来

ます。それを受けて市のほうで国民保護等対策本

部の設置を行います。 

  その場合にはやはり消防団に対してもさまざま

な要請なり協力を行うことになりますので、そう

いった流れで消防団のほうには協力を要請する

というような仕組みになってございます。 

○島軒純一議長 島貫議員。 

○２３番（島貫宏幸議員） 想定されることで、本

市、消防団、そして消防署、警察、場合によって

は自衛隊なども考えられるわけなんですが、消防

団はどうなのというふうに多分皆さんお感じに

なられる方も多いと思います。地域の中で身近な

存在でもあることから、そうした方たちのこれか

らの活動についてはしっかり議論をしていって

いただきたいなと思いますし、場合によって出ら

れるものと出られないもの、その辺はしっかり周

知をしていただかないと、周りの人たちも誰を頼

ってどうしたらいいのかというのはぱっと思い

浮かばないような気がするんです。そうしたこと

にならないように努めていただきたいと思いま

すので、ぜひ課内で検討を進めていっていただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 後藤市民環境部長。 

○後藤利明市民環境部長 先ほども壇上で申し上げ

ましたが、現在消防団活動マニュアルの策定を今

行っておりますので、その中でも今回の今御質問

されたことにつきましても協議をしていきたい

と考えております。 

  なお、先ほど質問いただきましたマニュアル関

係については、特に国等からは示されていないと

ころでございます。 

○島軒純一議長 島貫議員。 

○２３番（島貫宏幸議員） 国のマニュアルが示さ

れていないということでしたが、今後状況次第で

はそうしたこともやはり想定がされてくると思

います。これからどういうふうに団員の方に説明

をしていくかというふうなこともあると思いま

すが、命に危険が及ぶようなこともひょっとした

ら含まれる可能性もありますので、その辺やはり

周知をしていただきながら、団員のやはり安全の

確保も図りながらマニュアルの整備を進めてい

っていただきたいと思います。 

  次に移りますが、小型ポンプ積載用の軽トラッ

ク導入について伺います。 

  普通自動車免許の取得で、実は平成３年11月１

日からになりますが、オートマ限定免許が創設を

されているのは皆さん御承知のことだと思いま

す。初年度に取得をした方については当時18歳で

取っているわけなので、そこから年数を数えると

40代半ばに今なっておられると思います。 

  大型、中型、準中型免許にはオートマ限定の資
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格はないんですが、近年普通自動車免許を取得さ

れる方の大半はやはりオートマチックの免許が

主流となっているようです。国内で販売されてい

る車の数も95％以上はオートマということにな

りますけれども、本市で配備されている自動車ポ

ンプ、そして積載車についてはマニュアルが主流

だと私は記憶しておるんですけれども、それで間

違いないでしょうか。 

○島軒純一議長 後藤市民環境部長。 

○後藤利明市民環境部長 団の車両の中でオートマ

については本部にある広報車１台のみがオート

マでございます。それ以外は全てマニュアルでご

ざいます。 

○島軒純一議長 島貫議員。 

○２３番（島貫宏幸議員） それが実は問題になっ

てきているようです。先ほどもだんだん団員の年

齢が上がってきているというふうなことがあり

ますけれども、オートマ限定でない以前に取った

方々はどっちでも乗れるわけなんですが、オート

マ限定の免許証を取っている方にとっては乗り

たくても乗れない、ドライバーはいつ有事で出動

するかもわからないというのに運転できる方が

少ない状況が今発生しているんじゃないかなと

思いますけれども、その辺の把握というのはされ

ているでしょうか。 

○島軒純一議長 後藤市民環境部長。 

○後藤利明市民環境部長 議員お述べのとおり、確

かに団員の中にはオートマ限定の免許の方がい

ると考えられますけれども、現時点では把握をし

ておりません。なので、今後早急に確認をさせて

いただきたいと思います。 

○島軒純一議長 島貫議員。 

○２３番（島貫宏幸議員） これ本当に大問題かな

とは思っているんですけれども、少しずつですが

若い団員の方との新陳代謝が図られていって、ほ

ぼほぼオートマチック限定の免許しか持ってい

ない方がほとんどになった場合に車を出せない

という大変な状況になると思います。そうしたこ

とにならないような対策をこれから考えていか

なければならないと思うんですが、先ほど25年以

上たった車両の更新なんかも検討されていると

いうことでした。今後についてはどちらの方も運

転ができるオートマチックの車両の購入を検討

すべきと思いますけれども、その点についてはい

かがでしょうか。 

○島軒純一議長 後藤市民環境部長。 

○後藤利明市民環境部長 車両の更新時期に合わせ

て消防ポンプ自動車以外につきましてはオート

マチックの車両もございますので、それは車両の

更新に合わせてオートマに切りかえるのは可能

かと思いますが、ポンプ自動車につきましては現

在のところは寒冷地仕様にするとなかなかオー

トマは難しいというようなことも聞いておりま

すので、それについては非常に大きな課題かなと

いうふうに認識しております。 

○島軒純一議長 島貫議員。 

○２３番（島貫宏幸議員） 車はあるけれども出せ

ないということにならないように、その辺いろい

ろと制約はあると思いますが、整備に向けて諸条

件を整わせていただきながら、これはきちっとし

た整備をしていってほしいと思います。 

  今回の軽トラックの件ですけれども、やはり台

数が集められない状況が続いて、個人借用のもの、

少しぐらいは謝礼をお支払いしているかどうか

なんですが、今の積載車だと路地の細かい道に広

報活動あるいは有事の出動の際に乗りつけるた

めには少し大きいと思いますし、軽トラックで赤

く塗ったものがもし配備になればそうした道も

通りやすいですし、駆けつけたときもほかの車両

の邪魔にならないということも考えられますの

で、今中型の積載車が配備されていますけれども、

小型でもいいんじゃないかという思いはありま

す。そうしたことも検討していただきながら進め

ていっていただきたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

○島軒純一議長 後藤市民環境部長。 



- 171 - 

○後藤利明市民環境部長 やはり人口減少が進みま

すとなかなか団員のほうの確保もままならない

状況になっておりますので、やはり実態に沿った

消防団のあり方を検討すべきかなというふうに

思っております。 

  組織、それから装備も含めてでありますけれど

も、消防力を維持しながら再構築しながら、今い

ただいた軽自動車について検討していきたいと

考えております。 

○島軒純一議長 島貫議員。 

○２３番（島貫宏幸議員） オートマチック、しか

も軽トラといえども、お聞きするところによると

200万、300万ぐらいするという話も聞いています

ので、費用のかかることですからやはり慎重にな

らざるを得ないと思いますが、今後の有事の取り

回し、使い勝手のことを考えたら軽自動車の積載

車を配備していく、これは団からの強い要望、要

請が来ているはずでございますので、ぜひ検討し

ていただきたいと思います。 

  時間なので次に行きたいと思います。 

  外来の動植物についてであります。昨今ヒアリ、

そしてセアカゴケグモとか大変話題になってい

るわけなんですが、水生生物の中でもアリゲータ

ーガーとかカミツキガメとかアカミミガメとか、

結構テレビで放送されている機会があります。大

変大型になる種類のものもいますので、大変おっ

かないなというふうに思っておりますけれども、

殊どちらかというと雪が余り降らないようなと

ころに生息している生き物が多いようですが、壇

上でも申したとおり適応能力がやはり高いです。

野生に近いものは結構順応性が高いので、かなり

こちらのほうでも予想していないような結果を

招く可能性があるというふうに私は思っており

ます。そうした水生生物も含めた生態についてど

の程度まで把握していらっしゃるでしょうか。 

○島軒純一議長 後藤市民環境部長。 

○後藤利明市民環境部長 さまざまな動植物が特定

外来生物に指定されておりますので、全てを把握

しているかといえばなかなか難しい状況でござ

います。 

  ただ、今回のヒアリに関してはもう既に９月１

日号の広報でもお示ししておりますけれども、議

員お述べのとおりまだ詳しい生態はわかってお

らないところもありますが、ヒアリについてはそ

れなりの情報は得ております。 

○島軒純一議長 島貫議員。 

○２３番（島貫宏幸議員） 今西のほうの大きな港

で発見されている事案が多いんですが、本県でも

酒田港が大型の貨物船が寄港する港としてあり

ます。コンテナからこぼれたアリ、そしてトレー

ラーに乗せて移動中の休憩中にこぼれた何らか

の生き物が知らず知らずにその当地に根づいて、

大発生に至ってしまうという危険性がすごくあ

ると思いますので、冬を越えるか越えないかにつ

いてももう少し国とか県に相談をしていただき

ながら、市民にやはり明らかにしていっていただ

きたいと思います。その点は要望にさせていただ

きたいと思います。 

  次なんですけれども、近年住宅街でも、中心部

でもそうなんですが、空き家が少しずつ出てきて

おります。当然手入れする方がいらっしゃらない

ので荒れ放題、草が生い茂ったりつるがはったり

とか、場合によってはハクビシンだったり今言っ

たアリ、昆虫関係、シロアリもそうなんですが、

そうした実態が見えにくいんじゃないかと危惧

しています。 

  気になる方は隣の土地だから、しようがないか

らうちで刈ってやるわと言って刈っていただい

ていたり、手入れを手伝っていただいているケー

スもあると思うんですけれども、殊シロアリとか

になれば古い家であれば家の中に潜り込んで見

えにくいわけですよね。気づいたらそこが巣にな

って自分の家が襲われる可能性もあるというこ

ともありますが、そうした事案についてはどのよ

うに対応を考えておられるのか、お尋ねしたいと

思います。 
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○島軒純一議長 後藤市民環境部長。 

○後藤利明市民環境部長 空き家につきましては、

やはり所有者みずからが適切に管理するのが原

則になっております。なので、所有者がわかる場

合にはそれなりに所有者等に対しまして適正な

管理について依頼、助言を行っているところであ

ります。 

  ただ、危険度や切迫性が極めて高い場合等につ

きましては、応急措置を実施するなどの対応をし

ているところでございます。 

○島軒純一議長 島貫議員。 

○２３番（島貫宏幸議員） では、やむを得ない場

合は市で対応しているということでしょうか。 

  例えばですけれども、蜂の巣なんかそうですよ

ね。本当に隣接したところに蜂の巣がかかってい

て、それがスズメバチだった、でもそこの家は空

き家で誰も管理できない、自分の家も危ない、自

分で何とかしたいけれどもできないという場合

は市に相談すると対応していただけるというこ

となんでしょうか。 

○島軒純一議長 後藤市民環境部長。 

○後藤利明市民環境部長 その状況によりますので

ケース・バイ・ケースの判断になると思いますが、

いずれにしましても危険が迫っている場合には

何らかの対応をする考えでございます。 

○島軒純一議長 島貫議員。 

○２３番（島貫宏幸議員） 相手が昆虫だったり動

植物というと人間のコントロールが及ばないと

ころでございますので、十分その辺は行政も含め、

我々もそうなんですが、注視しながら市民の安心

と安全を守るために常に注意を払いながら観察

していくべきものだと思いますので、今後とも行

政の役割としてきちっと果たしていただけるよ

うにお願いを申し上げながら、私の質問を終わり

たいと思います。ありがとうございました。 

○島軒純一議長 以上で23番島貫宏幸議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時０３分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時１１分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、廃食用油からのバイオディーゼル燃料化

事業の取り組みについて外１点、９番齋藤千惠子

議員。 

  〔９番齋藤千惠子議員登壇〕（拍手） 

○９番（齋藤千惠子議員） 皆様、こんにちは。一

新会の齋藤千惠子です。 

  昨日、９月７日は二十四節気の白露、夜、大気

が冷えて草花に朝露が宿る白露でした。そして、

あす９月９日は重陽の節句です。その昔、中国で

は陽の数、９が重なる日、９月９日ということで

大変おめでたい日とされ、菊の香りを移した菊酒

を飲んだというような風習があり、それが日本に

伝わったのが平安時代でした。 

  このような季節の移り変わり、移ろい、そして

季節を愛でる心の余裕。近ごろ時間がとても速く

過ぎていくような気がいたします。それだけ心が

忙しいのではないかと思っています。心を亡くす

と書いて忙しい。なくしてならないのは心だと思

っています。 

  私ども議員は市民の皆様の負託をいただいて、

こうしてこの壇上に立たせていただいておりま

す。これからも日々忙殺されることなく、市民の

皆様の思いを形にしてしっかり働かせていただ

きたいと改めて思ったところです。 

  今回の質問は地球温暖化防止、環境負荷低減の

政策ということで質問させていただきます。 

  地球温暖化がとても進んでおりますが、一般に

皆様が考えているより地球温暖化の現状はとて

も深刻です。地球温暖化により環境の問題がさま

ざま起こっています。 



- 173 - 

  皆様御存じのとおり、オゾン層の破壊、大気汚

染、そして森林破壊、酸性雨、海面の上昇などな

ど、たくさんの環境問題が生じてきております。

そんな中で、環境問題の低減ということで１つ質

問をさせていただきたいと思います。 

  それでは、大項目１つ目、廃食用油からのバイ

オディーゼル燃料化事業の取り組みについてお

伺いいたします。 

  この質問は今回で３回目となりますが、エネル

ギー政策の観点から二酸化炭素の排出を抑制す

る廃食用油の新エネルギーとしての活用につい

て、ぜひ検討していただきたいという強い思いか

ら再度質問させていただきます。 

  まず初めに、廃食用油からのバイオディーゼル

燃料化事業の重要性についての認識をお伺いい

たします。 

  廃食用油は回収してリサイクルすることにより、

石けんやインク、軽油代替燃料、バイオ燃料、Ｂ

ＤＦなどとして再利用することのできる貴重な

資源なのです。特にＢＤＦは排気ガス中にＳＯｘ、

硫黄酸化物が発生せず、ＣＯ２や黒鉛の発生も軽

油よりも少なく、植物起源の原料バイオマスであ

ることから、カーボンニュートラルとみなし地球

温暖化防止政策として注目され、環境保全と資源

創出の２つの効果が期待されているものです。 

  過去にはガソリン代替燃料は多くの失敗を積み

重ねてきたのも事実です。しかし、多くの事業者、

研究者が研究を重ね、今や環境省のカーボンオフ

セット制度にも認証されるまで精製されてきま

した。 

  ＪＩＳ、日本工業規格が定めるバイオディーゼ

ル燃料の要求品質は26項目あります。最も難しい

とされるエステル分は基準の99.8％を達成する

など、精製ラインの強化を図ることに努めて、最

新のクリーンディーゼル車にも使える高性能Ｂ

ＤＦを生産できるようになったのです。 

  具体的にメリットを挙げると、大気はＢＤＦか

ら出る排気ガスは軽油と比べると地球温暖化の

原因となる二酸化炭素が少なく、大気汚染の原因

となる黒鉛は軽油と比較して３分の１であり、酸

性雨の原因となる硫黄酸化物が少ないのです。 

  水質の面では、大さじ１杯の食用油を河川に流

すと、魚がすめる環境に戻すために何と300リッ

トルの水が必要なのです。排水として流さずにリ

サイクルすることで、水環境への負荷が軽減され

るのです。 

  このほか、資源としても、ごみの面でもメリッ

トがあるのです。 

  このように廃食用油からのＢＤＦ化は、さまざ

まな面で環境を考え、子供たちに少しでもきれい

な地球を残すためにも非常に重要なものと私は

認識しています。 

  精製の技術の難しさはあるものの、困難である

という認識だけでは済まされない事業と考えま

すが、当局の認識をお伺いいたします。 

  ２つ目、第３期米沢市ごみ処理基本計画のごみ

減量目標についてお伺いいたします。 

  この質問は、昨日の我妻德雄議員の質問で御答

弁いただいているわけですが、ごみ減量化が焼却

施設や埋立施設などの処理施設の延命化にもつ

ながると考え、質問いたします。 

  ごみ減量目標は家庭系ごみ排出量削減、１人１

日当たりのごみ焼却量削減、最終処理量削減、リ

サイクル率向上ですが、明確に目標と達成に向け

た具体的な方策をお示しください。 

  また、豊かな社会になり、日ごろのごみ減量化

に向けた市民の皆様の意識の低下が懸念されま

すが、長期的・総合的な視点に立った環境教育を

充実させる必要があると考えますが、いかがでし

ょうか。 

  次に、家庭系廃食用油回収システム等構築実験

に見る仕組みづくりについてお伺いいたします。 

  これは３年間にわたって実施した家庭系廃食用

油回収システムの実証実験を行った成果のうち、

回収の仕組みづくりについての研究を参考にさ

せていただき、効率的な回収の仕方を提案するも
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のです。 

  家庭系廃食用油、つまりてんぷら油やサラダ油

や菜種油、そしてゴマ油、オリーブオイルなども

あります。その家庭系廃食用油は植物性の油です。

近年回収を行っている地域もふえているものの、

まだまだ新聞紙に吸い込ませたり、凝固剤で固め

たりなどして、可燃ごみとして収集し焼却してい

る地域が多いのが現状です。 

  家庭からの廃食用油は発生源、つまり家庭が非

常に多い割に、個々の発生量は極めて小さく、回

収は非効率なのです。そこで、地域によっては一

般ごみの回収と同じようにごみ収集車の脇に専

用の箱を積んで、ごみ収集のついでにコストをか

けずに回収する方法、つまり家庭系廃食用油の回

収を公共事業、市民サービスとして位置づけてい

る方法がふえてきています。このような回収方法

はいかがでしょうか。 

  最後に、本市の現状と課題について当局はどの

ように捉えているか、お尋ねいたします。 

  大項目２つ目、子供を預ける際の情報提供につ

いて質問いたします。 

  まず初めに、本市の幼児教育。教育の第一歩で

ある幼児教育の重要性・必要性に対する認識につ

いてお伺いいたします。 

  幼児期は、生活や遊びを通して生きる力の基礎

となる意欲や望ましい生活習慣を身につけ、人間

としての発達や社会の変化にも対応できる力の

基礎を育む人格形成の基礎を築いていく大切な

時期です。 

  幼児教育はそのための適切な環境を整え、心身

の調和のとれた発達を促す大変重要な教育と考

えますが、幼児教育をどう捉えていらっしゃるの

か、お聞かせください。 

  次に、本市こども課窓口では、小学校就学前の

子供の保護者から子供のための教育、保育、給付

を受けるための認定の申請を受けた際、施設の種

類を問わず教育・保育を提供する施設として、私

立幼稚園、認定こども園、保育所など、子供によ

りよい教育・保育の環境を提供しており、窓口は

一本化されていると認識しています。 

  本来、幼稚園の窓口は県子育て推進部子育て支

援課であり、情報は直接幼稚園に入ります。幼稚

園は学校教育法に規定された学校であり、文部科

学省所管です。一方、保育所は児童福祉法に規定

された児童福祉施設であり、厚生労働省管轄であ

ることは皆様御存じのとおりです。 

  子ども・子育て支援新制度は、質の高い幼児期

の学校教育・保育の総合的な提供を目的とした制

度です。実際、米沢市行政組織規則の分掌事務第

７条こども課に（11）幼稚園の運営等に関するこ

とを加え、本市の就学前の子供たちに関しては一

括してこども課が受けると明言しています。 

  しかしながら、実際には県からは幼稚園に関す

る情報がストレートに入ってきていないのでは

ないでしょうか。現状をお知らせください。 

  現在一本化しているこども課の窓口では、幼稚

園、認定こども園、保育所、児童センター、認可

外保育園、一時預かり事業、事業所内保育所、小

規模保育所などを紹介し、おのおのメリット・デ

メリットがあるわけですが、各価値観に合ったラ

イフスタイルを選び、子供の個性を考慮した上で

どこに預けるかを選ぶ保護者にぜひ平等な情報

提供をお願いしたいのです。 

  全国的には幼稚園及び保育園などにかかわる行

政窓口の一本化の事例が数多くあります。今後、

就学前教育の充実と少子化への対応の観点から、

一本化が進んでいくものと思われます。本市にお

いてもせっかく窓口が一本化になったわけです

から、ここはぜひ利用する保護者の皆様のために

個々の情報をしっかり取り入れ、米沢市の幼児教

育の充実の観点から、子供一人一人によりよい教

育・保育の環境を提供していただきたいと考えま

すが、いかがでしょうか。 

  子供をどこに預けるかを考えたとき、お母さん

の就労状況が大きくかかわってくるわけですが、

本市の母親の就労状況は未就学児・就学児ともに
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フルタイムやパートタイムが７割を超え、保育を

必要とする３歳未満児は５割と、施設の低年齢化

が進んでいる状況です。 

  この状況で保育所、認定こども園を希望する児

童が増加する一方で、私立幼稚園の利用者は減少

傾向にあり、定員割れを起こしている状況です。 

  そこで、お尋ねいたします。幼稚園、認定こど

も園、保育所、児童センター、認可外保育所のお

のおのの定員に対する実数をお知らせください。 

  定員割れを起こしている私立幼稚園ですが、ニ

ーズ調査を見ると今後利用したい教育・保育では

認可保育所を希望する保護者も多くいますが、そ

の一方で幼稚園と預かり保育を組み合わせての

幼稚園希望者が最も多く、また、保育が必要な家

庭でも幼稚園を希望する家庭が多いことから、私

学の建学の精神を受け継いだ私立幼稚園の重要

性を理解いただいている家庭が多いことも注目

すべき点です。 

  つまり、今までの待機児童解消対策としての認

可保育所の定員増に加えて、利用者のニーズに添

った整備・支援も考えていかなければならないの

ではないかと思います。 

  次に、どこに預けるかを決める重要なポイント

として保育料やその支援があります。幼稚園、認

定こども園、保育所、それぞれについて、その仕

組みと保育料、さらには国の支援、本市独自の支

援など、できるだけわかりやすく御説明いただき

たいと思います。 

  また、本市で行っている保育料補助制度は、全

ての保護者に対して保育料負担軽減措置がとら

れていて、小学校６年生から数えて第３子は全て

の施設で完全無償化であるということも特記す

べき子育て支援だと思います。 

  ただ、残念なことは、幼稚園、認可外保育所で

はそれが補助金の上乗せという形をとるので、利

用者の方々には補助の実感がないことです。ぜひ

さらなる周知を図っていただきたいと思います。 

  最後に、よねざわ子育てハンドブックの活用と

子育てコンシェルジュの配置についてお伺いい

たします。 

  よねざわ子育てハンドブックは、さまざまな工

夫を凝らし、妊娠・出産から遊び・預ける場所、

支援、助成、相談、就学準備まで情報が満載され

ていますが、どのように活用していますか。 

  また、子育てコンシェルジュの配置は、大きく

変わった新制度により、より利用者の皆様の理解

を深められるようにと配置と伺っております。子

育てコンシェルジュをどこに配置し、どのように

支援しているのか、お伺いいたします。 

  以上、本市で安心して子育てができるように、

子供の教育・保育の事業の環境整備が少しでも前

に進むように願いながら、壇上からの質問を終わ

ります。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

  〔我妻秀彰企画調整部長登壇〕 

○我妻秀彰企画調整部長 私からは、廃食用油から

のバイオディーゼル燃料化について、エネルギー

政策の観点からお答えします。 

  昨年の12月議会における齋藤議員の一般質問で

もお答えしたとおり、本市における廃食油の処理

は現在可燃ごみとして千代田クリーンセンター

で焼却されております。 

  焼却した際の燃焼熱を利用して蒸気をつくり、

その蒸気でタービンを回して発電し、センター内

や置賜スポーツ交流プラザ湯るっとに電力を供

給するとともに、余った電力を東北電力に売却し

ております。 

  このように、間接的ではありますが、廃食用油

をエネルギーとして利用しているところです。 

  議員お述べのとおり、廃食用油を利用したバイ

オディーゼル燃料製造については現在もさまざ

まな研究がなされており、以前に比べますとその

品質は向上しているものの、揮発油等の品質の確

保等に関する法律において自動車用燃料として

販売・消費可能な軽油への混合は５質量％以下と

定められており、国全体としても一般向けの使用
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量拡大の見通しはまだ立っていないのが現状の

ようです。 

  廃食用油を利用したバイオディーゼル燃料は、

省資源と資源循環に寄与すること、消費者に身近

な廃食用油がリサイクルされるということで、注

目すべき省エネの取り組みであると認識してお

りますが、これをエネルギーとして活用するため

には収集、精製、利用というサイクルを確立する

ことが必要であり、現時点において本市での実用

化に向けた検討を行うのはまだ難しい状況にあ

ります。 

  今後は、より安心して暮らせる持続可能な社会

を目指していくために、さらに他自治体の状況や

技術の開発、国や県のエネルギー政策の動きを注

視しながら、中長期的な視野に立って研究してま

いりたいと考えています。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 後藤市民環境部長。 

  〔後藤利明市民環境部長登壇〕 

○後藤利明市民環境部長 私からは、第３期米沢市

ごみ処理基本計画のごみ減量目標についてお答

えいたします。 

  平成32年度のごみ減量の中間目標値については、

我妻德雄議員の一般質問でも答弁しましたが、ご

みの総排出量が２万6,500トン、１人１日当たり

のごみ排出量が885グラム、資源化量は3,700トン、

リサイクル率は14.0％としており、平成28年度の

実績と比較してみますと、ごみの総排出量は２万

6,762トン、１人１日当たりのごみ排出量は883グ

ラムと目標に近づいてきている一方で、資源化量

は3,241トンで、リサイクル率は12.1％であり、

ごみ排出量とともに減少してきていることから、

資源化を推進するためごみの分別・排出の意識向

上についてさらなる周知が必要であると考えて

いるところです。 

  本市から排出されるごみのうち重量比で最も多

くの割合を占めているのは可燃性ごみでありま

すが、その中でも可燃性ごみには水分を多く含む

生ごみや資源化が可能な雑紙が多く含まれてい

るため、可燃性ごみの減量、ひいてはごみ総排出

量の減量のために生ごみの減量や雑紙の分別・資

源化は非常に重要であると考えております。 

  現在、各家庭から出た廃食用油は市が可燃性ご

みとして収集し、ほかの可燃性ごみとあわせて千

代田クリーンセンターで焼却処理を行っており、

その際に熱エネルギーの回収を行っているとこ

ろでありますが、可燃性ごみを減量する方法の一

つとして廃食用油の資源化を推進することの有

効性については認識しているところであります。 

  また、環境教育や啓発活動の充実についてです

が、市民に対するごみの減量や資源化の推進に関

する意識づけを徹底することが重要であるため、

具体的には広報や市ホームページ、チラシによる

情報提供や啓発を継続して行っていくほか、出前

講座の充実を図っていきたいと考えております。 

  平成28年度の出前講座は、米沢市消費生活研究

会や食生活改善推進協議会等の各種団体、米沢市

衛生組合連合会各支部や町内会の総会等で実施

しましたが、これらに加えて、今年度は市内量販

店が主催する小中学生を対象としました環境講

座の中で、ごみとリサイクルをテーマに簡単な実

験を通してペットボトルやプラスチック製容器

包装の分別の重要性について、子供たちの理解を

深める機会をつくっております。 

  このように、大人だけでなくごみ減量化への意

識やリサイクルについて小さいころから理解を

深めてもらうため、市内の小中学生などこれから

を担う子供たちを対象とした講座を開催するな

ど、さまざまな機会を捉えて環境教育を進めてい

きたいと考えております。 

  次に、家庭系廃食用油回収システム等の仕組み

づくりと本市の現状と課題についてであります

が、まず事業系の現状を見ますと、市内の事業者

からのエンジンオイルや洗浄油などの廃油は、主

に焼却施設やボイラー等の助燃剤として活用さ

れていると聞いております。 
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  また、大手の飲食チェーン店や食品加工業者の

多くは、廃食用油の発生抑制に取り組んでいるだ

けでなく、既に独自に資源化のルートを構築し、

有価物として取り扱っていると伺っております。 

  一方、家庭から排出された廃食用油の収集につ

いてですが、現在本市には約2,000カ所のごみ収

集所からごみの分類により収集しておりますが、

収集の形態がさまざま異なっており、当該ごみ収

集所は各町内会等が管理をしております。そのた

め、ごみ収集所で廃食用油を収集する場合、収集

庫がない歩道等を収集場所としている場合の管

理上の問題のほか、廃食用油自体が酸化や劣化、

温度や熱によっては変性しやすいなどの問題が

あります。 

  なお、廃食用油回収及びバイオディーゼル燃料

事業に取り組んでいる県内他市町等での状況を

見てみますと、公民館などでの拠点回収を行い事

業者へ引き渡す例や、民間事業者やＮＰＯ法人が

回収事業を取り組んでいる事例があります。 

  また、バイオディーゼル燃料精製装置の修理費

用や精製コストの課題から、事業の終了や見直し

を行ったところもございます。 

  さらには、廃食用油やバイオディーゼル燃料の

管理体制をどうするか、原材料である廃食用油を

安定的に確保できるか、あるいは精製加工し燃料

として活用するほどの収集量が得られるかとい

った不安定な部分もございます。 

  これらのことを踏まえまして、本市といたしま

しては廃食用油のバイオディーゼル燃料化につ

きましては、回収システムを構築し事業化するこ

とは現段階では困難であると考えております。 

  しかしながら、地球温暖化防止対策と循環型社

会の構築に向け、資源としての分別や廃棄物の減

量化の観点、さらに収集の段階においては米沢市

衛生組合連合会を初めとする各種団体や各地区

住民の方々の御協力が必須であり、少しでも御協

力いただきやすい方法の検討などに向け、引き続

き情報の収集をしていきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 堤健康福祉部長。 

  〔堤 啓一健康福祉部長登壇〕 

○堤 啓一健康福祉部長 私からは、２の子供を預

ける際の情報提供についてお答えいたします。 

  最初に、幼児教育についてどう捉えているかと

いう御質問でございますが、教育は教育基本法第

１条に定めるとおり、人格の完成を目指し、平和

で民主的な国家及び社会の形成者として必要な

資質を備えた、心身ともに健康な国民の育成を期

すという目的のもと、行われております。 

  特に、幼児期の教育につきましては、基本的に

は保育所につきまして保育所保育指針に基づい

て、幼保連携型認定こども園につきましては幼保

連携型認定こども園教育・保育要領に基づいて、

そして、幼稚園につきましては幼稚園教育要領に

基づいて行われております。 

  このような中、平成30年４月からは保育指針、

教育要領等がそれぞれ改訂されることになり、共

通して幼児期の終わりまでに育ってほしい姿が

明確化されました。 

  幼児期は他者とのかかわりや基本的な生きる力

を獲得する大変重要な時期であることに鑑み、市

としましても幼児の健やかな成長に資する良好

な環境の整備に向け、その振興に努めてまいりた

いと考えております。 

  次に、保育所や認定こども園などの各施設の定

員数と入所児童数についてであります。 

  平成29年４月１日現在の状況をお答えいたしま

す。 

  小規模保育事業を含めた保育所につきましては、

18施設で定員1,379人に対し、入所児童数は1,436

人となっており、定員に対する入所率は104.1％

となっております。 

  認定こども園につきましては、５施設で定員793

人に対し、入園児童数は784人となっており、定

員に対する入所率は98.8％となっております。 

  幼稚園につきましては、４施設で定員650人に対
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し、入園児童数は334人となっており、定員に対

する入所率は51.3％となっております。 

  認可外保育施設につきましては、９施設で定員

218人に対し、入所児童数108人、定員に対する入

所率は49.5％となっております。 

  そのほか定員設定のない児童センターにつきま

しては入所児童数65人、それから市外の保育所・

認定こども園を利用している児童数は37人とな

っております。 

  次に、幼稚園の保育料は高いイメージがあるの

ではないかということと幼稚園就園奨励費補助

金で保護者の保育料負担はどのように軽減され

ているのかということについてお答えいたしま

す。 

  保育所や認定こども園の保育料につきましては、

御承知のとおり保護者の所得に応じ国の基準を

もとに市が保育料の設定を行っております。 

  幼稚園につきましては、子ども・子育て支援新

制度の幼稚園へと移行した場合には、教育認定１

号認定のお子さんの保育料と同額となりますが、

新制度に移行していない幼稚園の場合は、それぞ

れの幼稚園が定めた保育料の金額となります。 

  そこで、新制度に移行していない幼稚園を利用

した場合には、保護者が負担する保育料に対して

幼稚園就園奨励費補助金の制度がございます。保

護者の方が幼稚園に毎月保育料を納めた後に、そ

れぞれの御家庭の所得に応じた保育料負担とな

るように補助をする制度となります。 

  市では１号認定の保育料を設定する際、幼稚園

における保育料等を考慮し設定を行いました。ま

た、幼稚園就園奨励費補助金につきましても１号

認定の保育料に沿う形で補助金要綱の整備を図

っておりますので、保護者が負担する年間の保育

料につきましては１号認定の保育料と幼稚園の

保育料とはほぼ同じになります。 

  幼稚園を利用希望の保護者に対しましては、保

育料を幼稚園に毎月負担していただき、その後年

２回に分けて幼稚園を通じて補助金を交付して

いますので、最終的には年間の保育料の負担は１

号認定の場合とほぼ同額となることなども窓口

で御説明しているところであります。 

  なお、こども課の窓口にお子さんの施設入所に

関しての御相談等の際には、保育所や幼稚園など

のそれぞれの施設の特徴や入所条件、手続などを

御説明して、保護者の皆様に施設を選択していた

だいているところであります。 

  次に、今年度から実施の市独自の第３子保育料

軽減の内容についてお答えいたします。 

  昨年度までは保育所及び認定こども園に入所し

ている保育認定２号及び３号認定の児童につき

まして、本市独自に小学校３年生から数えて３番

目以降となる児童の保育料を無償化しておりま

した。 

  今年度からは無償化となる対象を拡大しまして、

小学校６年生から数えて３番目以降の児童につ

きまして、本市独自に保育料の無償化を行うもの

です。 

  さらに、今年度からは幼稚園の児童や認定こど

も園の１号認定児童、さらには認可外保育施設や

児童センターなど、全ての保育施設を利用してい

る児童を対象としたところであります。 

  ただし、それぞれの保育料納付の制度が異なり

ますので、毎月の保育料で軽減を行う場合と、一

旦保育料を施設に負担していただいた後に申請

をいただいて保育料の軽減を行う補助制度とな

る場合がありますので、御理解いただきたいと思

います。 

  次に、よねざわ子育てハンドブックの活用と子

育てコンシェルジュの配置についてお答えいた

します。 

  昨年度までの子育てハンドブックは、市が直接

企画制作を行い、一般財源により作成しておりま

した。発行部数も1,000部としており、主に新生

児用、転入者用としておりました。 

  このたび自前での作成をやめ、事業者との協働

により作成事業者が広告料を集め、その経費で子
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育てハンドブックを作成することに変更したと

ころです。発行部数も7,000部と大幅にふやすこ

とができ、新生児や転入者用のほか、保育施設を

利用している児童には施設を通じて配付してお

ります。子育て支援センター、こども課窓口にも

設置し、自由にお持ちいただけるようにしたとこ

ろです。 

  また、記載内容についても保育サービスや保育

施設の情報提供だけでなく、こども課と健康課と

で調整を行い、妊娠、出産、健康の項目を大幅に

見直し、妊婦さん向けの情報や出産後のお子さん

の健診などの情報を盛り込んで、より利用しやす

い内容といたしました。 

  このハンドブックは健康課及びこども課、子育

て支援センターの窓口において保護者の方々か

らのさまざまな御質問に対しての説明や施設利

用の御紹介などにも活用しているところであり

ます。 

  今後ともこれ１冊あれば米沢の子供に関する情

報が全てわかるという紙面づくりを心がけてい

きたいと考えております。 

  次に、子育てコンシェルジュである利用者支援

員についてお答えいたします。 

  現在、本市では国の補助制度に基づく利用者支

援員をこども課に１人、健康課に１人を配置して

おります。 

  こども課に配置されている子育てコンシェルジ

ュ、利用者支援員は窓口での保育所等の入所案内、

説明のほか、入所調整にも従事し、各保育所等と

の連絡調整の業務を行っております。 

  健康課に配置されている利用者支援員は助産師

の資格を有し、母子保健コーディネーターとして

妊産婦の支援に当たっております。 

  昨年度からは利用者支援員と地域子育て支援セ

ンターの職員にこども課及び健康課の担当者が

加わり、年に２回情報交換の場を設け、お互いの

現況や課題などを出し合いながら理解を深めて

おります。この情報交換の場から出された提案で、

今年度から健康課の親子広場には市内５カ所の

子育て支援センターの職員が交代で参加し、一緒

に活動をしております。 

  低月齢児のお子さんを持つ保護者と子育て支援

センターの職員が顔の見える交流を図ることに

より、子育て支援センターによりスムーズに足を

運べる環境づくりができているものと考えてお

ります。 

  幼児に対する不安や心配、疑問はお子さんの成

長に合わせさまざまに変わってきます。行政の窓

口だけでなく、それぞれの場面で必要な情報を保

護者に提供できるよう、関係機関と十分な連携を

図っていきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 齋藤千惠子議員。 

○９番（齋藤千惠子議員） 御答弁ありがとうござ

いました。 

  大項目１つ目、やはり御答弁は同じ御答弁では

ございました。しかし、最初に壇上で申し上げた

とおり環境負荷低減、環境問題を幾らかでもとい

う、その観点から地球温暖化の観点、環境負荷低

減の試みとしての質問でございましたので、本市

の現状も課題も同じなのではないかなとは思っ

てはおりましたが、やはり同じような御答弁でご

ざいました。 

  それはいたし方ないことではないかなとは思っ

ておりますが、やはりここの３番目に載せたよう

に回収の方法というのもさまざま研究がなされ

ていて、そして、先ほど参加したり、いろいろと

いうようなお話もございましたが、ごみ収集車の

脇に専用のボックスを置いて、それで各家庭で集

めた廃食用油を積んで持っていくということで、

コストもかからない、人員もかからないというこ

とで、そういうふうにしているのが一番効率的だ

というような、そういった研究もなされているよ

うです。 

  実際個々に集めた、各家庭で集めた廃食用油は

本当に少なくとも、それが全市になり、全地域に
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なり、置賜全域などになったら、本当に大変な油

田とさえ言ってもいいようなことになると思う

のです。 

  今の置広の仕組み、それから、熱エネルギーと

して残ったところは売電してという、その仕組み

は大変よくわかるのですが、環境負荷ということ

を考えたときにはやはりそれだけでは済まない

からこそ、全国でさまざまな取り組みがなされて

いるのだと思うのです。 

  認識は、重要性に関しては大変認識なさってい

ただいていて、３回質問してよかったなと思って

おりますが、今の現状を打破できる、それは何か

なと思って考えたときに、やはりこれからの未来、

子供たちにも、そのもっと先の子供たちにも、こ

の地球をよりよい環境で残すためにはどうした

らいいのか、今の私たちができることは何なのか

ということを考えて政策を論じていくべきでは

ないかなと思っております。 

  東日本大震災から時間がたてばたつほど市民の

皆様のそういったことに関する関心、それから、

あのとき盛んに言われていました再生可能エネ

ルギーへの関心というものをもう少し盛り上げ

るために、先ほど部長がおっしゃっていました子

供のときからの環境教育ということがとても大

事なのではないかと思って聞いておりました。 

  子供たちに「それ、お母さん、分別しないとご

みに出しちゃだめなんだよ」とか、そういうちょ

こっとだけでも廃食用油を流して捨てるお宅は

ないとは思いますが、そういったときに子供たち

からそういった声が上がるような、自分たちの地

球は自分たちで守るという、そういった意識づけ

をぜひ環境教育の中で進めていただきたいなと

いうことを御要望いたします。 

  ２つ目に行きます。 

  ただいまこども課の窓口でそれぞれ一生懸命、

それぞれのライフスタイルに合った幼稚園、認可

保育園、そして保育所をそれぞれ御紹介していた

だいているということではございましたが、2015

年４月から始まった子ども・子育て支援新制度、

２年たって現在の本市の教育・保育の場の選択肢

が大変広がっているわけです。 

  その現状について今いろいろお話しいただきま

したが、私立幼稚園の中には30年度から新制度で

の幼稚園に移行する、それぞれの幼稚園で違いま

すが、入園料なしとか、預かり保育料が大幅に削

減されたとか、そして、一番の問題であった保育

料が保護者の方の所得に応じるということを明

言して、もう園児の募集が始まっております。 

  こうせざるを得ない状態になっているというこ

とも先ほどの大幅な、五十何％でしたか、定員割

れということからも起きてきているようでござ

いますが、先ほど幼児教育の重要性については十

分御認識いただいているものと思っております

が、ここには言うまでもなく公立幼稚園がなく私

立幼稚園だけであると。 

  その私立幼稚園が米沢の幼児教育を支えてきた

んだという、そういう自負のある建学の精神の私

学の幼稚園でいらっしゃいます。ですので、ぜひ

窓口でも今度の新しい情報ももちろんおっしゃ

っていただけるものとは思いますが、忙しい中で

あってもお一人お一人の家庭に合った保育所、認

定こども園、それぞれのよさがあります。そのよ

さを伝えながらも、ライフスタイルに合った子供

の預け先の情報をぜひ平等に御提案していただ

きたいし、御紹介していただきたいと思うのです

が、その点に関してもう一度お尋ねいたします。 

○島軒純一議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 先ほどもお話ししたとこ

ろですが、それぞれの施設の特徴なり、いろいろ

な入所条件、手続等もコンシェルジュ、利用支援

員がございますので、詳しくその際には保育所だ

けでなく幼稚園その他の施設についても丁寧に

御説明したいというふうに考えております。 

○島軒純一議長 齋藤千惠子議員。 

○９番（齋藤千惠子議員） ありがとうございます。 

  ちなみに子ども・子育て関連三法案に対する国
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会の附帯決議で、新制度に移行しない従来の私立

幼稚園に対しては私学助成の充実に努めること

と明記されております。 

  もちろん山形県の場合、県ということではござ

いますが、米沢市でもさらにお願い申し上げたい

と思います。 

  また、先ほど壇上ではお話ししませんでしたが、

新制度では申請の必要のない認可外保育所、今ま

で果たしてきた役割は大変大きいと私は認識し

ています。 

  そこでお尋ねいたしますが、待機児童の受け皿

として補完的な役割を果たしてきただけではな

くて、さまざまなライフスタイルがふえる中で今

後も果たす役割は大変大きいものではないかな

と思っています。 

  認可外という言葉に私はちょっと何か、これは

感じ方なので人それぞれだと思うのですが、冷た

い感じというか、認可外というその言葉に何か違

反でもしているような、そんなとりかねないよう

な印象を持つような認可外という施設の呼び方

なのですが、どのようにお考えでいらっしゃいま

すか。 

○島軒純一議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 なかなかその認可外とい

う言葉での受け取り方はいろいろあるかという

ふうには思います。 

  そういったこともありまして、先ほど御説明し

ました子育てハンドブックの中でも認可外とい

いましてもこういうものだというところで、そう

いう一定の基準を満たして保育を提供している

ということで、そのあたりを配慮したような記述

も加えているところでございます。 

○島軒純一議長 齋藤議員。 

○９番（齋藤千惠子議員） ありがとうございます。 

  それはもう印象ですので私一人なのかもしれま

せんけれども、窓口のほうでは書いてはあるもの

の、御説明のほうはなかなか全てにわたってとい

うことはできないのかななんて思いながら、なお

一層丁寧にしっかりそれぞれについて御説明を

いただきたいと思います。 

  それで、よねざわ子育てハンドブックをさまざ

ま読ませていただきました。改めて隅々まで読ま

せていただきますと、本当にさまざまな工夫がな

されているのだなと思ったのですが、お母さんた

ちは常時これを携帯しているわけではないので、

ぜひスマホからも気軽に見られるように、なって

いるんですけれども、それを御紹介いただかない

と、なかなかちょっと気づかないところに書いて

あったりしているので、ぜひ窓口のほうで御紹介

していただいて、せっかくの情報を一人でも多く

の方に活用いただきたいなと思うのですが、いか

がでしょうか。 

○島軒純一議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 ハンドブックの今のお話

は表紙のほうに電子書籍という形でスマホ、パソ

コンでごらんいただけるという表示をしている

ということについてだと思いますので、なお配付

する際にもぜひそういった内容についてできる

だけお伝えするように心がけたいと思うところ

でございます。 

○島軒純一議長 齋藤議員。 

○９番（齋藤千惠子議員） ありがとうございます。 

  子育てコンシェルジュの配置なんですが、今お

聞きしてわかったのですが、これは保育士さんの

資格か何かを持っていらっしゃる方お一人です

か。健康課じゃなくてこども課に配置の方は。 

○島軒純一議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 こども課に配置している

利用支援員については、特に保育士の資格は持っ

ておりませんが、嘱託の職員でございますが、市

で独自に研修を実施したといいますか、その制度

等の理解を十分していただいて仕事に当たって

もらっております。 

○島軒純一議長 齋藤議員。 

○９番（齋藤千惠子議員） 保育士さん不足なとこ

ろでこんなことを申し上げては何でございます
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が、静岡県の掛川市で子育てコンシェルジュ事業

としてなさっていらっしゃるところをちょっと

だけ御紹介させてください。 

  静岡県の掛川市では、結婚、妊娠、出産、育児

しやすい地域づくりと環境整備として保育士の

資格を持つコンシェルジュによる家庭訪問を行

っているそうです。家庭の子育て力を高めるとと

もに、各種子育て支援事業を御紹介したりして、

つなげていっているそうです。 

  本市でも健康課のほうは助産師さんの資格を持

っていらっしゃるということでございましたし、

これまでも保健師さんや助産師さんが家庭を訪

問して支援をなさっていらっしゃるわけですけ

れども、近ごろの地域の課題である核家族化、そ

して、それによる子育ての不安、孤立などの支援

の幅を広げるためにもこうした子育てコンシェ

ルジュの方々にも回っていただけるような、そん

なことをなさっている市もあります。 

  子育てコンシェルジュの方はこども課にお一人

ということでございましたが、混み合う時期とい

うのは大体決まっているわけで、そのほかのとこ

ろはこども課の職員の方々が補っていらっしゃ

るということでしょうか。それとも、もっと子育

てコンシェルジュの方をふやすとかいうような、

そんな御予定もおありかどうか、お尋ねいたしま

す。 

○島軒純一議長 堤健康福祉部長。 

○堤 啓一健康福祉部長 もちろんその混み合う時

期といいますか、来客が多い時期というのはもち

ろんありますが、そういった場合にはもちろんコ

ンシェルジュだけではなくて担当職員が対応に

当たっております。当面は子育てコンシェルジュ、

こども課の人員については１名で考えておりま

す。 

  あと、コンシェルジュが各家庭等を訪問してい

るかというお話もあったかと思いますが、本市で

は出生後４カ月までに赤ちゃん全戸訪問を行っ

ておりますので、その訪問に際しては保健師とか

助産師の資格を持つ母子コーディネーターが訪

問して、育児の悩みや子供の成長に対する相談に

乗っているという状況がございます。 

  それから、家庭の状況等によってはこども課の

子育てコンシェルジュも家庭を訪問し、保育施設

等の説明なども行っているところでございます。 

○島軒純一議長 齋藤議員。 

○９番（齋藤千惠子議員） ありがとうございまし

た。 

  最後になります。子育てがもちろんお父さんた

ちも大変な役割を担っていらっしゃるわけです

けれども、赤ちゃんを産んだばかりの、それから

まだ幼児期の小学校に入るまでの大変各お母さ

ん方は誰に相談しようかなとか、お母さんにかな

とか思いながらも、それぞれ悶々としていらっし

ゃる方も大変多いとお聞きしておりますし、私た

ち子育てをしているときもそんなふうに思って

おりました。 

  ただ、以前はすぐ近くに自分の父や母、主人の

父や母などがいらっしゃって、それで気軽に聞け

た、そういうところも多々あったし、兄弟も多か

ったし、だけれども、やはり核家族化が進み、孤

立がふえてきている中で、一人でも多くのお母さ

んがやはり米沢で子育てしてよかったなと思え

るような、そういった子育ての支援策を今後も続

けていっていただきたいことをお願いしながら

質問を終わります。ありがとうございました。 

○島軒純一議長 以上で９番齋藤千惠子議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時１０分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ３時１９分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  この際、お諮りいたします。 
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  本日の会議が定刻の午後４時まで終了しない場

合、会議時間を日程終了まで延長することにした

いと思いますが、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○島軒純一議長 御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議を日程終了まで時間を延長

することに決まりました。 

  次に進みます。 

  一つ、本市の子供の成長のために、24番小島一

議員。 

  〔２４番小島 一議員登壇〕（拍手） 

○２４番（小島 一議員） 明誠会の小島一です。

まずもって本日傍聴にお越しいただきました皆

様、大変ありがとうございます。 

  本日質問者５人目であります。３日目で都合15

人目となりますので、当局の皆様方も少々お疲れ

のこととは思いますが、ぜひとも前向きな御答弁

をお願いいたします。 

  質問に入る前に、このたびの北朝鮮の報道に関

しまして本市としても最大限の抗議を国に求め

るとともに、市民の方々に対してＪアラート発信

時の行動の仕方などの対応マニュアルのような

ものを早急に周知することの対応をお願い申し

上げます。 

  また、聞くところによりますと塩井小学校にお

きまして来週の11日、月曜日になりますが、ミサ

イル発射に対する訓練を実施するようでありま

す。内容としましては、朝Ｊアラートが鳴り、即

座に児童は各教室の前方、黒板側に机をまとめ、

潜って通過するのを待つ、安全が確認された後、

２発目の発射に備え体育館に集合し、低学年はス

テージ側に、高学年は窓のない肋木側に集まり、

安全が確認されるまで待機をするという内容の

訓練のようでございます。 

  こうした具体的行動も非常に重要なことだと思

いますので、改めて御紹介をさせていただきまし

た。 

  さて、今週は米沢市内の中学生がＹＣＷ、いわ

ゆる米沢チャレンジウィークにて職場体験とし

て市内各企業にお世話になっているところであ

ります。趣旨御理解いただき生徒の受け入れをし

ていただいている企業の方々に御礼を申し上げ

ますとともに、このような取り組みによって将来

米沢で就職をし、生活をしていこうとする子供た

ちが一人でも多くなることを期待するところで

あります。 

  この点につきましては後日佐藤弘司議員が質問

されるようでありますので、これまでとしまして、

今後本市の将来を担う子供たちの成長のために

を大項目とし、質問に入らせていただきます。 

  ことしの３月に公示されました新学習指導要領

の基本的な考え方の１つ目に、子供たちに求めら

れる資質・能力とは何かを社会と共有し、「社会

に開かれた教育課程」を重視するとあります。こ

れはつまり、より社会において生きる教育をして

いくということだと私は理解しております。 

  社会において生きるとは、何も経済活動だけで

はないのではないでしょうか。地域をつくる活動

やさまざまなことを継承していくことなども非

常に重要な要素であると理解をしております。 

  少子高齢化に伴う人口減少が社会問題として取

り上げられており、本市においてもさまざまな施

策を講じ努力されていることは承知しておりま

すが、残念ながら人口減少の抑制には至っていな

い現状であります。 

  進学や就職でこの地を離れた若者が戻ってきた

いと思うようにするにはどうしたらいいのか。私

は愛郷心の深化が必要ではないかと考えます。み

ずからが生まれ育った地域のことをより深く知

ることで魅力を感じることにつながり、いずれ戻

ってくることを決断するときの要素となるので

はないかと考えるわけでありますが、教育という

観点から今後愛郷心を育てるためにどのような

ことをしていくのかをお伺いいたします。 

  愛郷心の深い理解のためには地域の方々との交

流は必要不可欠です。みずからが住み暮らす地域
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で活躍されている方の姿を見る、やっていること

を体験する、そういった机上だけではできない実

学とも言うべき実体験を通した学習をより積極

的にしていくべきだと考えるわけでありますが、

見解をお伺いいたします。 

  今年度より、これからのまちづくりを担う若者

自身が住み暮らすまちについて本気で考え行動

できるようになる意識の向上を、おのおのがみず

から事業に取り組むことで構築し、事業を通して

啓発された市民を見つけ、つくりだし、まちづく

りに対して意識の高い市民をふやしていくこと

でまちの活性化を力強く進めていくことを目的

に、米沢ヤングチャレンジ特命課という事業がス

タートしました。 

  私や中村議員も仲間とともに事業にかかわらせ

ていただいておりますが、そこに参加してくれて

いるメンバーが、学生時代までは自分が生まれ育

った地域のことなどほとんど知ることもなかっ

た、むしろ知ろうとしていなかった側面もある、

しかし、ふるさとを離れて他地域から来ている同

級生が自分の地元のことを楽しそうに話し、将来

は戻って仕事をするというビジョンを持ってい

るということを聞いたときはっとしたという話

を聞かせてくれました。 

  そのメンバーはその後、地元のことを調べたり

聞いたりして魅力を感じ、地元米沢に戻って仕事

をすることを選択して現在に至っております。 

  このような事例はこの１人だけではないのでは

ないでしょうか。地元の魅力を理解することなく

この地を離れ、戻ってこようという選択肢に入ら

ないまま就職しているのではないかと案じると

ころであります。 

  さきに地元の方々との交流について述べました

が、他地域の方との交流を深めることで新たな気

づきを得ることにつながり、地域の魅力を感じる

ことで将来地元で生活することが選択肢に入っ

てくるということもあると思いますが、いかがで

しょうか。 

  本市に来ている大学生側にしましても、児童生

徒との交流により新たな気づきや経験が生まれ、

新しいことへつながるきっかけになるのではな

いかと考えるわけですが、いかがでしょうか。 

  今年度より武発参事のもとブランド戦略事業が

進んでおります。以前からお話しさせていただい

ておりますが、ブランドとは信頼の継続だと私は

考えています。 

  市民意識の高揚・向上に向けての取り組みを今

後具体的に進めていかれることになると思いま

すが、継続していくためには幼少期からの学びと

いいますか、触れていくということが重要になっ

てくると思います。そのことにつきまして現在考

えておられること、今後どのように進めていくの

かなどをお伺いいたします。 

  全ての基本は人づくりだと私は考えます。しか

しながら、共働き世帯がふえ、人づくりの初動期

とも言うべき子供の成長・育成の基本となる家庭

教育がままならない現状にある家庭がふえてい

るのではないかと感じられる事象を多く聞きま

す。 

  当たり前のことが当たり前にできない現状にあ

ることは以前の一般質問で御指摘をさせていた

だいているわけでありますが、本日改めて具体的

な事象を１つ御紹介いたします。 

  皆様、５Ｓという言葉を御存じでしょうか。主

に製造業などで職場環境の維持改善の際に用い

られるスローガンで、整理、整頓、清掃、清潔、

しつけの頭文字をとって５Ｓとなるわけであり

ます。 

  これがおよそ10年ほど前になるかと思いますが、

新５Ｓとなり、しつけというものが１番目になり

ました。何を言わんとしているかおわかりかとは

思いますが、社会においてしつけ、つまり挨拶や

返事、靴を並べて脱ぐなど、本来当たり前にでき

るものとしていたことができなくなっている、も

しくはおざなりになってきている現状をあらわ

しているのではないかと思います。 
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  これは何も製造業だけのことに限ったことでは

ありません。学問とは人として踏み行うべき正し

い道筋を修行することであって、技能に習熟する

だけのものではない、幕末の賢人、橋本左内はこ

のような言葉を残されています。人としてどう立

つのか、何をなすのかをしっかりと考え、まとめ

る授業をぜひ取り入れるべきだと思うわけであ

りますが、どのようにお考えでしょうか。 

  この点については先ほど島貫議員がライフプラ

ンニングの導入という趣旨で質問されておりま

すが、私はそこに組み合わせるものを後ほど質問

席のほうから御提案をさせていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

  次に、スマホ等でのＳＮＳの利用についてお伺

いいたします。 

  私自身も中学生の子供がいますので折に触れて

中学生の所持の状況を耳にします。まずは現在の

所持状況などをお知らせください。 

  最後に、来月15日には東北中央自動車道を利用

したマラソン大会並びにサイクリングが行われ

ます。最近車で走っていますと、遠山街道や上杉

神社周辺で走っていらっしゃる市民ランナーの

方が大変ふえていることに驚いております。恐ら

くはこの大会に向けて準備をされているのでは

ないかなというふうに思いながら脇を通り過ぎ

るわけですが、市民ランナーの方々も最初はなか

なか思うように走れなかったり、諦めたり、気乗

りしなかったりというふうなことが間々あると

思います。 

  しかし、この大会に出ると決め、エントリーを

実際にし入金をすると、明確な目標が立って努力

の継続をすることができます。 

  現在の子供たちや保護者、未来の子供たちにと

って教育を受けることに対する明確な指針とな

るような前向きな御答弁を御期待し、壇上からの

質問といたします。 

○島軒純一議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 それでは、初めに愛郷心の育

成についてお答えをいたします。 

  子供たちが米沢のよさや魅力を知り、郷土を愛

する心を育んでいくことは、本市の学校教育にお

いて大切にしている取り組みの一つであります。 

  本市にはすぐれた歴史的・文化的遺産が数多く

残されており、上杉鷹山公を初めとする先人の功

績なども広く語り継がれています。それらを教材

化した社会科副読本や道徳副読本などを独自に

作成し、各学校では副読本を活用しながら歴史や

文化について積極的に学習する機会を設けてま

いりました。 

  道徳教育には特に力を入れており、先人の教え

から多くの道徳的価値を見出し、みずからの生き

方や考え方に生かそうとする姿勢や米沢を誇り

に思う気持ちを育んでおります。 

  また、小学校では生活科や総合的な学習の時間

などを中心に地域学習を積極的に行っておりま

す。 

  中学校では総合的な学習の時間に、米沢学とし

て米沢の歴史や文化、産業等について、みずから

課題を持ち主体的に調べ、まとめ発信するといっ

た活動を行っております。 

  さらに、職場体験学習米沢チャレンジウィーク

では、生きる力を身につけ、社会の厳しい変化に

流されることなく、社会人として自立することが

できるよう、生徒たちが４日間の職場体験を行っ

ております。地元企業とのつながりという点から

も大変貴重な体験であると思います。 

  自分の育った郷土について理解を深めることは、

郷土に対する誇りと愛着を持ち、社会の一員とし

ての自覚を育むことにつながります。子供たちが

米沢の未来を見据え、このまちで生きていきたい、

地元で頑張りたいと感じることのできる教育活

動を今後も大切にしてまいりたいと思います。 

  次に、児童生徒が地域を知る、そして地域の方々

と交流するということについてお答えをいたし

ます。 
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  先ほど触れましたように、本市は歴史、自然、

文化、産業などの面において地域学習としての素

材にあふれていることから、各学校で地域の方々

との交流を通して学ぶ機会が数多くあります。 

  例えば小学校の生活科における町探検や総合的

な学習における地域学習、あるいは社会科見学な

どにおいては地元の商店や事業所等でインタビ

ューを行ったり、見学をしたり、体験活動をした

りする学習を行っています。 

  また、地域の方々からの御協力を得ながら、田

植え、稲刈り、花や野菜などの栽培活動なども多

くの学校で行っております。地域の方が学習ボラ

ンティアとして授業に積極的に参加してくださ

り、児童の学習のサポートを行ってくださる学校

もあります。 

  登下校の際に進んで見守り活動を行い、子供た

ちの安全に目をかけてくださるとともに、子供た

ちに向けて挨拶や声がけを積極的に行ってくだ

さることも大変ありがたいことであります。 

  各地区のコミュニティセンターと学校が連携し

た行事も多く、さまざまな形で地域の方々との交

流を深めております。 

  このような地域の皆様からの温かいサポートや

御指導は子供たちにとって地域の力、地域のよさ

を実感できるきっかけとなっていることは間違

いありません。人と人とのつながりから生まれる

郷土愛の醸成を今後も大切にして取り組んでま

いりたいと思います。 

  次に、他地域の方や学生との交流についてお答

えをいたします。 

  本市の食育の取り組みにおいて米沢栄養大学と

の連携は欠かせないものとなっています。昨年度

からは栄養大学の先生のみならず、学生の方々も

参加しての食育の授業も行われています。 

  また、市内の小学校では当大学からの栄養実習

生を受け入れており、受け入れ校の子供たちは実

習生との交流を深めながら食育を学んでいます。 

  栄養大学の学生との交流で期待できるのは、地

元米沢の食の魅力の発見であります。地元の米や

野菜のおいしさ、郷土料理や特産物のすばらしさ

など、市外出身の学生が感じているであろう米沢

の食の魅力を子供たちも改めて気づくきっかけ

になっていると思います。 

  また、山形大学工学部とのかかわりとして、モ

バイルキッズ・ケミラボや科学教室などがござい

ます。山形大学大学院理工学研究科の教授や准教

授とともに、多くの学生スタッフからも御指導を

いただいております。科学の楽しさを味わう体験

教室であるとともに、大学の先生方や学生たちと

の交流を通して、地元の大学のすばらしさに気づ

き、進学への憧れを抱く機会にもなっていると思

います。 

  実際に山形大学工学部の学生の中には小中学生

時にモバイルキッズ・ケミラボや中学生科学教室

に参加したことがきっかけでこの工学部を希望

したという学生がおります。大変うれしいことで

ございます。 

  学園都市米沢においてさまざまな分野で学ぶ学

生と子供たちとの触れ合いや交流は、米沢の魅力

やよさに気づくきっかけとして大きな意義があ

ると感じています。今後もさまざまな形で地元大

学との連携を深めるとともに、多くの学生との交

流をさらに広げていけるよう努めてまいります。 

  続いて、みずからの人生設計をどう考えていく

かというふうな授業の創造についてお答えをい

たします。 

  児童生徒が夢や希望を持ち、将来なりたい姿を

思い描くことは、とても大切なことであります。

また、現在の生活が自分の将来に結びつくことを

知り、どのように生活し、将来にわたってどのよ

うな生き方をすべきかを考えさせることはとて

も重要なことだというふうに思います。 

  これまでも中学校では学級活動や総合的な学習

の時間、道徳などで自分の進路やよりよい生き方

を考えさせるための授業を行ってまいりました。

人生設計を考えさせる授業につきましても、市内
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中学校で使用している副読本「中学生活と進路」

で取り上げられており、各学校で指導をしている

ところであります。 

  キャリアプランを立てるという授業の中を通し

まして、夢や目標達成のために何が必要かをより

現実的に感じてもらい、自分から夢を持つ、夢に

向かって努力するというきっかけづくりとなり

ますので、今後も一層の充実に努めてまいりたい

と考えております。 

  最後に、子供たちの携帯電話の所持についてお

答えをいたします。 

  昨年度、11月実施の定期調査の結果、本市児童

生徒の携帯電話の所持率は、小学生が21.2％、中

学生が44.5％でした。また、ＳＮＳの利用は、小

学生が全体の5.2％、中学生が37.1％でした。 

  全国における小学生の所持率はおよそ５割、中

学生は６割、高校生はほぼ100％と言われており

ます。現在のところ米沢市の小中学生の所持率は、

全国と比較しますと大きく下回る状況でござい

ます。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

  〔我妻秀彰企画調整部長登壇〕 

○我妻秀彰企画調整部長 私からは、（３）の他県・

他市出身の学生との交流について、学園都市推進

の観点でお答えいたします。 

  ここ数年、市内三大学の学生たちが個人的に、

または学生団体等に所属して、ボランティア活動

など市民とかかわりながらさまざまな行事に参

加、あるいは学生みずからがイベントを企画運営

するなどして、本市の地域振興に寄与していただ

くケースが多数見られるようになりました。 

  そのような学生活動の幾つかにつきましては、

広報よねざわ９月１日号の「特集 このまちを動

かす学生の挑戦」として広く紹介させていただい

たところであります。 

  学生たちの活動には子供を対象としたものも多

く、教育委員会がかかわっている事業なども含め、

子供と学生との交流は継続的に行われており、特

に近年は増加傾向にあるようです。 

  例えば最近では、ナセＢＡ開館１周年を記念し

た事業、「ナセＢＡで過ごす夏休み」が中心市街

地活性化協議会の「まち育てミーティング」に参

加する学生や地元商店などの企画で開催された

ところであります。 

  内容としましては、７つの学生団体が期間中11

日間にわたり小中学生の宿題相談や自由研究相

談、囲碁・将棋コーナーなど、さまざまなイベン

トを通じて子供たちと触れ合い、活発な交流を行

いました。 

  参画した学生団体の一つを紹介させていただき

ますと、「学習支援団体まなびす」は三大学の学

生が加入し昨年４月に活動を始めた団体で、ひと

り親家庭を初め、広く子供たちへの学習支援を行

うとともに、子供との遊び合いやレクリエーショ

ンを通した居場所づくり、子ども食堂への協力な

ど、幅広い活動をしている、子供との交流が特に

盛んな団体の一つです。 

  団体代表の学生も「子供たちと縦でも横でもな

い斜めの関係を築き、子供たちにとって身近なお

兄さん、お姉さんでありたい」と話しており、学

校とも家庭とも違う人間関係を学ぶ機会にもな

っているようであります。 

  今後は学生団体が自由に活用可能な施設として、

今年度、学園都市推進協議会がナセＢＡのはす向

かいに整備した活動拠点「まちなかＢＡＳＥ」な

ども積極的に利用していただきながら、より盛ん

な交流が生まれていきますよう、しっかりとサポ

ートしてまいりたいと考えております。 

  このような交流によって学生が得る効果としま

して、子供との触れ合いの中で本市の魅力を発見

し、掘り下げ、より米沢が好きになり、結果とし

て米沢の市内の企業などに就職するといったケ

ースがふえればまさに理想的でもありますし、行

政としてそのように思っていただけるような環

境の整備を今後とも進めてまいります。 
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  私からは以上です。 

○島軒純一議長 武発地方創生参事。 

  〔武発一郎地方創生参事登壇〕 

○武発一郎地方創生参事 私からは、（５）子供が

ブランドを通じて米沢の魅力を学ぶ機会につい

てお答えします。 

  強い地域ブランドを形成し、維持し、発展させ

るためには、市民の皆さんにブランドに対する愛

着や誇りを持っていただくことがとても重要で

あると考えています。これは実際に物をつくった

り、サービスを提供したりする市民の方はもちろ

ん、それ以外の一般の市民の方も同様です。 

  また、個別の産品のブランドの背景には必ずそ

の地域でそれを生み、大切に伝承してきた人々の

思いやストーリーがあります。その意味で、子供

たちが米沢の魅力や先人の営みについて学び、故

郷に対する愛着や誇りを持つためにブランドを

利用することは有効であると思います。 

  米沢市は、先ほど教育長が述べられましたよう

にさまざまな領域の市民の方がかかわり、縦、横、

斜めの多面的な教育が行われていると思います

が、例えばブランドを利用した出前講座のような

ものを実施できないか、具体的な方法などにつき

ましては教育委員会と協議しながら検討してま

いりたいと考えています。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 小島一議員。 

○２４番（小島 一議員） まずは御答弁ありがと

うございます。 

  今回の質問、細目を６つに分けさせていただい

ておりますが、実は１番と２番は非常に関連性が

ありまして、５番、６番はそれぞれですが、いず

れにしても大項目１つですのでそれぞれが非常

に関連性を持たせながらのものでございますの

で、質問席からの質問は少し重複するところがあ

るかと思いますが、ぜひ御理解いただいて御答弁

のほうをお願いしたいと思います。 

  まず、愛郷心を育てるためにというふうなこと

で副読本の件、教育長のほうから御答弁いただき

ました。私も以前、特別な教科道徳というふうな

ことで御質問させていただいた際にもそのよう

な事例を御紹介いただきまして、積極的に道徳教

育を今後ますますしていくんだというふうな御

答弁をいただいたかと記憶をしております。 

  私は本当に米沢市の道徳教育は非常に全国的な

部分で見ても先を進んでいるところ、教育委員会

というか、学校の先生方にしていただいているな

というふうに常々感心をしているといいますか、

ありがたいなというふうに思っております。 

  先人の偉業を非常にわかりやすく伝えていただ

きながら、地域の誇りというふうなもので子供た

ちにしっかりと腹に落とし込んでくれていると

いうふうに思っているところであります。 

  また、さらに先ほど御紹介いただきました授業

サポートというふうなことで、地域の方々に学校

のほうに来ていただいてになるのかと思います

が、授業のほうをしていただいているというふう

な御答弁をいただきましたが、ちょっとその点に

ついて少し詳しく若干の事例を交えながら教え

ていただけるとありがたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

○島軒純一議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 学習ボランティアにつき

ましてはいろいろな形がありまして、退職された

先生方、ＯＢの方々が来てくださっている場合も

ありますし、大学生の方が協力してくださったり、

また、それと別に地域の方が協力してくださった

りと、各学校まちまちではありますけれども、例

えば読み聞かせでありますとか英語だとか、そう

いったことに関連しましても多様な形で学校の

ほうに地域の方が入ってきてくださっていると

いうふうに認識しております。 

○島軒純一議長 小島一議員。 

○２４番（小島 一議員） だとすると、どちらか

というと学校の中で常々あるようなことに対し

て教職員の方々へのサポートというふうな意味
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合いが強いということですね。 

  要は地域で活躍されている方々が例えば自分の

仕事であったり伝統文化を守っている実情であ

ったり、逆にそれが今非常に大変な状況になって

いるんだなんていう事例なんかを子供たちに具

体的に教えたり、もしくは子供たちが現場に行っ

てその現状を見たり聞いたりというふうなとこ

ろまでの授業というふうなイメージではないと

いうことですか。 

○島軒純一議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 先ほど教育長が述べまし

た生活科における町探検ですとか社会科のほう

の産業学習などでまちに行って、いろいろな方と

触れ合って、実際の現場を見せていただいたり体

験させてもらったりという場面があります。 

  私が経験した中では、地元の企業の方が、３年

生で「姿を変える大豆」という学習がありまして、

最終的に豆腐をつくったり、みそをつくったりと

いうことがあったわけですけれども、実際にみそ

をつくっている事業所の方が学校に来てくださ

いまして、こういうふうにしてみそはできている

んだよということを紹介してくださいました。 

  日ごろお会いしている方ではあるんですけれど

も、やはりそのプロとしてのプライドですとか、

いろいろな配慮だとか、こだわりとか、思いがい

っぱい感じられまして、子供たちの見る目が変わ

ったというようなところもありましたので、学校

に来てくださると、そういうこともあります。 

○島軒純一議長 小島一議員。 

○２４番（小島 一議員） さまざまな授業の時間

割の中で非常に協力していただいているさまざ

まな事例があるというふうなことだろうかなと

いうふうに思います。 

  なぜこのテーマを今回持ち上げたかというと、

教育委員会にも非常に御協力をいただきながら

一昨年度より中学校出前議会を開催をさせてい

ただいています。今年度も各中学校の校長先生方

に御理解をいただいて、10月から実施をさせてい

ただくというふうなことで各中学校の実施が決

定をして、これから具体的に取り組みのほうをス

タートしていくわけでございます。 

  昨年度、実は実施をする際に中学生からアンケ

ートを最終的にもらったときに、我々として意識

としては入りやすい、要は少しおもしろおかしく、

コミカルな部分を含めながら、飽きずにその時間

帯をしっかりと落とし込んでもらうために、せり

ふの中にいろいろ方言を交えてやったんです。そ

うしたら中学生は何を言っているのかわからな

いという答えが結構返ってきてしまったと。 

  そんなに、本当に昔からの我々が聞いてもわか

らないような方言を使っているわけではなくて、

日常会話の中でふと出るような程度の方言で話

をしたんですけれども、それすらもやはり理解を

してもらえなかったと。 

  要は愛郷心と今回テーマを設けていますけれど

も、ナショナリズムな愛国心とはまた別で、郷土

を愛する心というのはやはり言語の中で方言と

いうのは大切だと私は思うんです。 

  画一的な全国一律の標準語というふうな、国語

教育はそれはそれで大切です。でも、その一方で、

やはりこの地域だからこそ伝わってきた言語と

いうふうなものがどんどん衰退してきていって

いる。それはつまり、この地域の伝統とか文化が

衰退していっていることにつながっているんじ

ゃないかというふうなことで、だから地域の方々

との交流を積極的にして、地域の方々がふだんお

話をされる言葉を聞いたり、逆にそれを聞くこと

によってそれになれ親しんで自分たちも話をし

て、深い意味までは理解はできなくても、常々そ

の生活の中での方言というものが生活の中に密

着していくというふうなことがこの地域を愛す

る心だったり、この地域の伝統や文化を守ってい

くことにつながっていくんじゃないのかなとい

うふうな思いがあったもので、今回愛郷心という

言葉を使わせていただいて、地域の方々との交流

を深めながらやっていくことが必要ではないか
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というふうな意味合いで項目として上げさせて

いただいたところでした。 

  それは聞き取りの際にちょっとそこまでのこと

は申し上げていませんでしたので、今「ああ、そ

うなんだ」というふうな多分思いなのかなと思う

わけですけれども、そういった言語的な部分に対

する愛郷心というふうな一つのキーワードを持

ちながら言語的な、方言の授業をわざわざするわ

けにはいかないと思いますが、言葉というふうな

ものをしっかりと教えていく、この地域に根差し

た言葉を子供たちにしっかりと教えていくとい

うふうなことの重要性は非常に私はあると思っ

ているわけですけれども、その点に関しての見解

はいかがでしょうか。 

○島軒純一議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 私も子供たちの会話を聞

いておりますともうほとんど都会の子供たちと

同じような雰囲気になっておりまして、この子供

たちは米沢の方言をわかっているのかなとちょ

っとたまに心配になるところもあります。 

  やはり家庭環境が変わりまして核家族になりま

して、おじいちゃん、おばあちゃんと接すること

がなくなって、言葉だけでなく食生活、食文化な

んかも同じかもしれませんけれども、米沢の伝統

が失われていくのかなというふうな危惧を持っ

ております。 

  各学校においては授業の中ではやはり共通語で

の授業になりますけれども、もちろん共通語で話

せというようなことをしているわけではありま

せんので、米沢の言葉も大事にしていきたいと思

いますし、ふだんの会話ですとか地域の方との会

話、地域の方との交流ということを大事にしてい

きたいというふうには思っております。 

○島軒純一議長 小島一議員。 

○２４番（小島 一議員） まさにやはり地域の方々

がふだん話をされていることに直接的に触れる

ことの重要性はそういうところにあるのかなと

いうふうに思います。 

  もちろん中身も大事です。ですけれども、そう

いった直接的に話をする機会をもっともっとや

はりふやしていっていただきながら、この地域で

しか話されていないものというふうなものを積

極的に子供たちに体験、経験をしてもらって、そ

ういったものから来る愛郷心というふうなもの

を育んでいくというふうなことを少し念頭に置

いていただきながら、今後の総合学習であったり、

さまざまな機会を捉えて取り組みのほうをして

いただければなというふうに、まずはこの点につ

いては要望等をさせていただきたいと思います。 

  続きまして、学生との交流というふうなところ、

さまざま私もこの夏の「まなびす」を中心とした

「ナセＢＡで過ごす夏休み」や、そのほかにもさ

まざまな学生団体がやっている事業には少しか

かわりを持たせていただいているので、状況とし

てはわかってはいるんですけれども、どうしても

この地域の魅力に対して直接的に学生側と生徒

や児童が話をする機会というものが果たしてあ

るのかなと。１つの明確な授業があって、そこに

お互い、学生側はそれを構築する、子供たちはそ

れに参加するというふうな形態が主なのではな

いかなと。 

  話をしてこの地域の魅力やよさ、逆に学生側が

よそから来たことによって、ふだん我々が生活し

ている中では気づけないような魅力というふう

なものを学生側から教えてもらって、それを新た

な魅力として感じていく、そういった機会をもっ

ともっとつくっていくことによって、先ほど壇上

でも申し上げましたが、この地域の魅力の再発見

とか、ひいてはブランド戦略の中で地域のブラン

ド力を継続していくというふうなことにつなが

ってくるんではないかなというふうに思うわけ

ですけれども、そういった点に関してはいかがで

すか。機会の部分で。 

○島軒純一議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 小中学生と大学生との学

生の交流につきましては、先ほど教育長が述べま
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したとおり、実習生との交流であったり、山形大

学工学部での科学フェスティバルとか科学教室

での触れ合いということがあると思いますけれ

ども、特段学校のほうでそういう機会を設けてと

いうことはやっておりませんでした。 

  今お話がありましたように、ほかから来た学生

さんを通して米沢のよさを知るということもま

た一つの切り口であると思いますので、そういっ

たことで、社会科の学習になるか総合的な学習の

時間になるかわかりませんけれども、社会人を呼

ぶだけでなく学生を呼ぶという方法もあると今

改めて感じたところであります。 

○島軒純一議長 小島一議員。 

○２４番（小島 一議員） 部長おっしゃったよう

にどの授業の枠になるかわかりませんけれども、

そういった機会も有効に使っていただいて、まさ

に将来のあるべき姿として学園都市というふう

なことで米沢市は言っているわけで、何も３つの

大学があるから学園都市と言っているわけでは

ないわけですよね。 

  大学があることによる優位性をしっかりと市民

側にも担保をして、そして、それを波及効果とし

て打ち出していくことが真の学園都市だという

ふうに思いますので、そういった観点からもぜひ

積極的な交流というふうな部分も少し検討して

いただいて、前向きに検討していただいて、子供

たちにとって、そして本市にとっても新たな魅力

の発見というふうなものにつながっていけるよ

うなものをつくっていただきたいというふうに

思います。 

  そして、私が今回の質問で一番質問したかった

というか、言いたかった残り２項目についてです

が、人生設計について学ぶ機会をというふうなこ

とで先ほど島貫議員がライフプランニングの件

についてお話をされたときに、教育長はモデルと

すべき生き方が見定められず不安を感じている

生徒がいるというふうなことを御答弁されてお

ったかに思います。 

  まさに誰かをなぞる人生ではなく、みずからが

立つ、なす人生を子供たちには構築をしていただ

きたいと思うわけです。 

  実は５年前ですが、今はもういらっしゃいませ

んが、この市議会の場で立志式の導入というふう

なことを質問された議員がいらっしゃいます。実

際現状でも四中で立志式が実施をされ、私の聞い

たところですと三中のことしの２年生が学年行

事というふうな形でされているというふうに聞

いております。ほかにももしかしたらされている

かもしれませんし、塩井小学校とかでは２分の１

成人式というふうなことで、まさに子供たちが今

後どう生きていくのかというふうな夢や目標を

語る場というふうなものを授業の中で取り組ま

れている、もしくは学年行事というふうな一つの

行事体としてやられているというふうなことで

すけれども、どうしても市全体というふうな形に

はなっていないのかなというふうに私自身の感

覚ではいるわけですけれども、その辺の実施状況

なんていうのは今おわかりになりますか。２分の

１成人式はいいです。立志式の中学校での現状と

いうのはおわかりですか。四中以外でしっかりと

されているところというのはおわかりになりま

すか。もしおわかりになれば。 

○島軒純一議長 大河原教育長。 

○大河原真樹教育長 確実にはつかんでおりません

けれども、一中、七中が実施しているのかなとい

うふうに思っております。ちょっと申しわけない

です。ほかのところはわかりません。 

○島軒純一議長 小島一議員。 

○２４番（小島 一議員） いずれにしても全校で

はないというふうな状況の中で、やはり学習とい

うふうなものを自分自身のものにしていくとい

うふうな観点に立ったときに、与えられる授業で

なくて、先ほど教育長がおっしゃっておりました

が、みずからがやはり学んでいく姿勢が重要なん

だろうなというふうに思います。 

  そのためには自分が将来何になりたいのか、ど
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うなりたいのかというふうな志をしっかり立て

るというふうなことがあってこそ、そういった姿

勢につながってくるんだと私は思うんですけれ

ども、その認識についての共有を図りたいと思い

ますが、いかがですか。 

○島軒純一議長 大河原教育長。 

○大河原真樹教育長 立志式を行うかどうかという

ところについては、そのそれぞれの学校の考え方

といいますか、子供たちの実態もあったり、要す

るに子供たちに生き方を決めさせる、自分で志を

持つという方法はそれぞれ学校によって違って

当たり前なのだろうというふうに思っています。

それを一律同じ立志式をしてどうなのかという

ことではなくて、それぞれアプローチの仕方が違

っていいんだろうというふうに思っています。 

  ただ、志を持つ、自分の夢をかなえる努力をす

る、そういうことは大事だなというふうに思って

います。 

○島軒純一議長 小島議員。 

○２４番（小島 一議員） 確かにそれぞれの学校

の特徴があって、それぞれの校長先生がいて、そ

れぞれの学校での特徴を持った教育をするとい

うふうなことは重要なことだと思いますし、すて

きなことだと思います。 

  ただ一方で、やはり今現在、適正規模・適正配

置というふうな本市の教育の形づくりを議論を

していく中で、小中一貫というふうなものを見定

めていくのであれば、やはり画一的な部分という

ものは非常に出てくるんではないかなと私は思

うんです。 

  小学校から中学校で、中学校区の下に小学校が

入ってくるとはいうものの、やはり市全体として

米沢市の教育はこういう教育をするんだという

ふうな指針があって、それに向けての一つの手法

のようなものが明確になる。それを本市の教育の

形として取り上げていくということは非常に重

要だと思いますし、やはりそれを保護者の方々、

地域の方々が理解をすることによって、よりこう

いう教育をするんであれば、だとすればこういう

ふうな協力ができるよねというふうな、さらにそ

の先にあるさまざまな諸問題に対しての解決策

にもつながってくるというふうに思いますし、何

よりも子供たちがやはり自分の生き方が見定め

られず、学校で今やっておられる、だれもが行き

たくなる学校づくりというふうなものの本質的

なところというのは、やはり学校に行きたくない

という子供がいるからやはりそういうふうに取

り組みをするわけですよね。 

  みずからが学びたいと思う意識をつくっていく

ことが非常に重要だと思いますし、そのための志

を立てるというふうなことが重要だというふう

に思いますが、立志式というだけではないという

ふうに教育長は先ほどおっしゃいましたけれど

も、ぜひその志を立てるための教育というふうな

もののあり方を今後も検討していただいて、子供

たちにとってよりよい未来が開かれるような人

生設計について学ぶ機会の構築というふうなも

のを今後も積極的に取り組んでもらいたいとい

うふうなものを要望したいと思います。 

  そして、スマートフォンなどでのＳＮＳの利用

の状況です。 

  私もちょっと数字をつかんでいませんでしたの

で御答弁いただいた数字を見て、数年前に比べる

と多分非常にこれふえていますよね。経年の直近

のものによって例えば５年前とか、何年か前から

のものは今お持ちですか。ないですか。直近のも

のだけ。そうですか、わかりました。 

  いずれにしても数年前の数字からすれば相当多

分ふえてきていると思います。特に深夜の利用と

いうふうなものが非常にふえてきているのかな

というふうに思うわけですけれども、もちろん学

校には持ち込ませてだめでしょうし、１回帰って

から自宅等々での利用になると思いますが、その

辺の各学校での保健委員会などで状況の調査を

されていると思いますけれども、その点について

今取りまとめられている状況というのはありま
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すか。 

○島軒純一議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 各学校で例えばアウトメ

ディアの取り組みですとか生活リズム点検とか、

養護教諭等が中心になってさまざまな取り組み

を行っております。 

  それで、全市でどういう結果が出たかという集

計はしておりませんけれども、各学校で、特に中

学校ですけれども、深刻な問題として捉えており

まして、その対応についてＰＴＡ等と連携をとり

ながら、家庭に協力を求めながら指導していると

ころであります。 

○島軒純一議長 小島議員。 

○２４番（小島 一議員） 実際に保護者とか児童

からそういったスマートフォンというか、ＳＮＳ

を利用した中傷であったり、いじめであったり、

そういったものの実情の報告というふうなもの

はどの程度上がってきているか教えてください。 

○島軒純一議長 佐藤教育指導部長。 

○佐藤 哲教育指導部長 やはり大変残念な結果で

はありますけれども、中学生におきましてＳＮＳ

の使用にかかわってのトラブルは報告が上がっ

ておりまして、各学校で教員が対応して家庭と子

供に指導しているというふうな状況であります。 

○島軒純一議長 小島議員。 

○２４番（小島 一議員） 今現状でいけばスマー

トフォンの所持に関しては親の責任、いわゆる家

庭の責任というふうなところだと思います。 

  ただ、学校現場としてはやはりその辺の使用に

関して非常に危機感を持っていらっしゃる。しか

し、その所持を規制するものは何もないというふ

うな今の現状だと思います。 

  ちょっと事例を紹介しますが、スマートフォン

禁止条例というふうなものを持っている自治体

が全国にはあります。愛知県の刈谷市は夜９時以

降保護者が預かって使用の禁止、福岡県春日市は

夜10時以降の使用禁止、これは中学生。先ほどの

愛知県刈谷市は小学校、中学校。石川県や鳥取県

の米子市は所持を禁止というふうなことで、いず

れも2009年ないしは2014年の施行です。 

  どうでしょう、本市としても、私は自分自身が

中学生、小学生の親なもので、そういった保護者

の方々からさまざまな声を聞くんですけれども、

さらにはＰＴＡの連合会での研究でも毎年のよ

うにスマートフォン等の所持に関する課題が上

がってきている現状をからすれば、米沢市として

もやはり何らかのルールづくりというふうなも

のをしていくべきだというふうに私は思うんで

すけれども、その辺の見解についてはいかがです

か。 

○島軒純一議長 大河原教育長。 

○大河原真樹教育長 先ほどいろいろ教育委員会で

いろいろなことを形をつくって決めるべきでな

いかというふうなこともありましたけれども、教

育委員会の目標は「がってしない子供をつくる」、

この「がってしない」という言葉が今の子供たち

に伝わるか、方言として伝わるかどうかですが、

いわゆる共通語では味わえない独特の言葉で表

現しているのが米沢だというふうに思っていま

す。 

  そうしたときに、私たちが禁止すること、形を

つくることはやはりがってしないとか卑怯なこ

とをしないという大きなところの枠はつくる。そ

れ以外はやはり家庭でしっかり教育をする、子供

たちが自分で判断をするということでないかと

思うのです。 

  ですから、スマートフォンを持たないようにし

ましょうという取り決めを例えば教育委員会が

するとか、持たせないようにしましょうと学校に

呼びかけるとか、そういうことではないのであろ

うと。 

  要するに私たちがすべきことは使い方をしっか

り身につけさせるということではないかという

ふうに思っています。 

○島軒純一議長 小島議員。 

○２４番（小島 一議員） 理想は確かにそうです。
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私もそうあるべきだと思います。でも、実際に保

護者の方々から話を聞くと、友人が持ったと。自

分の子供が欲しいと言った。でも、自分の子供に

は持たせないといってその場では泣かれたと。何

日かたつと自分は情報媒体を持っていないがた

めに仲間外れにされたという実例があったりと

か、もしくは、そういうふうなことを懸念をして

持たせざるを得ない。本来は持たせたくないんだ

けれども持たせざるを得ないというふうな実情

が現実的にあるのも、先生方ももちろん御承知の

ことだと思いますけれども、そういった実例がも

う既に起きているんです。 

  保護者がそれをなぜちゅうちょするのか、持た

せることをなぜちゅうちょするのか。これだけ社

会の中で、社会人になればもうもはや携帯電話が

ないと仕事ができないくらいの今の世の中にな

ってきている中で、なぜ子供たちに持たせたくな

いのかというふうなことの裏を返せば、もちろん

それを利用したいじめに遭う、もしくは悪質なサ

イトへの、みずからが進んでやらなくても何らか

の弾みでそういったことにつながってしまうこ

とのおそれがあったりとかというふうなことを

危惧するために持たせたくないと保護者の方々

は思っているわけです。 

  でも、実際にはそうやって子供からそういうふ

うな声を聞くと持たせざるを得ない。要は持たせ

ないための一定のルールがないがために現状こ

ういうふうになっているというふうなことにつ

ながっているんではないかと私は思うんです。 

  そういった声ももちろん教育委員会のほうでも

把握されていると思いますが、その点に関して、

そして、そういった声を聞きながらもルールづく

りではなく子供たちの教育というふうなものを

していくというふうなお考えなのかどうか、再度

お聞きします。 

○島軒純一議長 大河原教育長。 

○大河原真樹教育長 私自身、学校で必要としない

ものについては学校がどうかかわるかというと

ころには非常に疑念がございます。 

  それと、私の子供も携帯を持っておりませんで

した。多くの友達から携帯を持てと言われて、私

にも訴えがありましたが、持たせませんでした。

携帯を持たせる持たせないという最後の判断、と

りではやはり親なのだろうと。 

  それが親ができないから何か取り決めをして、

こういう決まりがあるから持って悪いんだよと

いうのは、やはり家庭教育ではないのではないか

というふうに思っています。 

○島軒純一議長 小島議員。 

○２４番（小島 一議員） まさにそのとおりだと

思います。私もそう思います。私も持たせるつも

りもありませんし、実際持たせていません。 

  でも、壇上で申し上げたように、今現在共働き

世帯がふえて家庭教育というふうなものが、教育

長も指導部長も管理部長もおわかりのように、家

庭教育に本来あるべき姿というふうなものがな

かなか現状ままなっていないような御家庭がふ

えているのも実情なんです。 

  そういったときに、子供たちの最後のとりでと

なるべく、本来は親である部分を先生が担ってい

ただいている現状ももちろん承知しています。そ

ういって先生方の、さきの我妻德雄議員の労働時

間の部分の話ではないですけれども、先生方に非

常な負担をかけている現状もわかっています。 

  でも、子供たちが親に頼れない以上、最後に頼

るのはやはり先生たちなんです。その先生たちが

持ってだめだよと言うことが、そして、その先生

たちが持ってだめなんだぞと言うためのルール

が後ろに１つ後ろ盾としてあることによって、子

供たちに持たせない、使用を制限させるというふ

うな防波堤になると。 

  私はさまざまな声を聞きました。教育長がおっ

しゃるように理想はそうです。でも、それが現状

なっていなくて所持率が上がってきて、結果それ

によるいじめや中傷が起きている。このことを未

然に防ぐための何らかの対策は私はとるべきだ
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というふうに思うわけですが、いかがですか。 

○島軒純一議長 大河原教育長。 

○大河原真樹教育長 そういう意味では、本当に情

報リテラシー、情報モラルの教育がこれから欠か

せないというふうに思っております。 

  ただ、今現在こういう携帯等を上手に使って、

しかもルールを守ってきちんとしている子供た

ちもおります。その子供も含めて持たせないとい

うふうなことはやはりちょっと違うのかなと。 

  ですから、学校ではしっかりとした携帯のルー

ル、情報のモラルを教育していきたいというふう

に思います。 

○島軒純一議長 小島議員。 

○２４番（小島 一議員） 非常にかなり強い思い

を教育長が持たれて、でもモラル重視でいきたい

んだというふうな御答弁かというふうに理解を

させていただきましたので、その点は逆に、私も

無駄な条例なんかつくっている必要ないと思っ

ているんです。何らかを縛るだけ縛って身動きと

れないような条例だったらつくらないほうがい

いと思っています。 

  ただ、私の思いは先ほど述べたようにそういっ

た現状もあるから最後の後ろ盾となるようなル

ールづくりが必要だと私は思いましたが、教育長

がそういったことでモラル重視で子供たちの心

の成長というふうなもので何とか教育していく

というふうな熱い思いをお聞かせいただきまし

たので、その点に御期待をさせていただきたいと

思います。 

  さまざま申し上げさせていただいてきましたが、

教育委員会の皆様というよりは、もう米沢市に住

まう全ての大人が子供たちを思う、その思いは変

わらないと思います。健やかな成長と明るい将来、

未来というふうなものを願う心は変わらないと

思います。 

  そういったものをしっかりと念頭に置きながら、

私も保護者側としても教育現場のほうにさまざ

まなかかわりを持ちながら協力させていただき

たいと思いますし、ぜひ教育委員会としても、そ

して教職員の皆様方も子供第一というふうな主

義のもと、今後もしっかりと教育現場のほうに取

り組んでいただくことを強くお願い申し上げま

して私の質問を終わらせていただきます。ありが

とうございました。 

○島軒純一議長 以上で24番小島一議員の一般質問

を終了いたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  散    会 

 

○島軒純一議長 以上をもちまして本日の日程は終

了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

  午後 ４時１５分 散  会 
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